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資料1

令和5年度研修計画協議会日程表

令和6年1月11日（木）.
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<案〉についての説明令和6年度研修実施計画

裁判所職員総合研修所R5． 12
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一

1はじめに一研修計画策定に当たっての基本的な考え方

裁判所職員総合研修所(総研)では、社会情勢の変化、価値観の多様化、組織運営の適正確保
の要請等を踏まえ、各種研修を計画・実施している。
「今後の裁判所における組織態勢と職員の職務の在り方の方向性等について」で示されている
とおり、近時の社会情勢や国民のニーズの変化等に対応し、より質の高い裁判を迅速に行うため
には、職員が本来の役割。職務に注力して専門性を活かすことが可能な事務処理態勢を構築する
とともに、職員がこれからの裁判所で必要とされる専門性を身に付けられるように育成を図る必
要がある。デジタル化に象徴されるこれからの時代を見据えた業務改革が進む中、デジタル時代
の「新しい裁判所」を担う人材の育成を進めていかねばならない。

ー

以上の観点を踏まえ、総研は、研修等における重点事項を次のとおりとしている。

状況の変化に対応し、自律的に執務を遂行できる職員の育成
裁判官を含む各職種間での相互理解と連携協働の強化

社会情勢の変化、法改正等に対応するための時宜に適った研修の実施

各職場のOjTとの効果的な連携

ア
イ
ウ
エ
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2リモートの活用について
－－

R5.4～R6.3R4.7

計45本の中央研修のうち

29本の研修の全部又は一

部をリモートで実施予定

中央研修用パソコン＋モバイ

ル回線を整備（各庁1台（高

裁2台） ）

●
一
叩●

一

R4.9 中央研修での利用開始 R5.10

R4.9～R5｡3計26本の中央研修の

うち14本の研修の全部又は一部を

リモートで実施（14本のうち3本

はプランBによる切り替え）

全職員に

Microsoft365

が導入

こ

．

令和6年度の取組方針
Ｆ
Ｉ
Ｉ

『

令和5年度の取組を基本的に継続。 リモートの特性や、メリット、デメリット （7ページの
スライドを参照）等を考慮しつつ、研修の目的に応じたリモートの適切かつ効果的な活用方法
や、 リモートや参集その他の手法の最適な組合せを見極める段階と位置付けている（※） 。
また、令和5年10月に全職員に導入されたMicrosoft365の研修における活用方法につい
ては、 8高裁と継続的に意見交換しながら、総研が発信する情報へのアクセスや研修参加者の
利便性の向上、研修事務担当者の負担軽減を図りたい。

※試行の結果、 リモートから参集に戻したり、 リモートと参集の組合せ方を変更することもありうる前提（トライアンドエラー）
3



Zリモートの活用について
－一

<RS｡10Microsoft36S全庁導入直後の総研の取組状況＞

総研が発信する情報へのｱｸｾｽ向上
一

〉新しい総研ｺﾝﾃﾝﾂ(銀L弱をﾘﾘｰｽ
・ 実務講義案や家裁調査官研究紀要等の文献資料を新たに掲載（総研ライブラリ）
･ 総研ニュースの記事の見直し（令和5年度～）
※随時新企画を検討中

可
４
１
。

’

研修参加者の利便性向上､研修事務担当者の負担軽減

>Microsoft365の機能を活用した研修実施事務の基盤作り （合理化）
・総研と高裁間の意見交換、各高裁の取組状況をシェア
・研修実施事務の合理化案のうち、発出文書の整理について、高裁に求意見中(R5.12｡15付け）
>Teamsを活用した研修の試験運用

・研修指導研究会（第2回、R5.12) 、事務局長研究会（第1回、R6.2)でTeamsを活用した研修を試験運用
→なお、研修指導研究会(第2回）では、 「リモート研修」の企画、実施に焦点を当てて、研修の運営に関与する管理職員に対し、 リモート研修の受
講者としての体験をさせながら、これまで総研が得てきた知見（細かなノウハウを含む｡. ）を還元した。
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2リモートの活用について
一一一

各高裁からは、 リモートの活用に関連して以下の要望を受けている。これまでの状況及び今後の展望は次のとおり｡‘

要望’
－

１
１’高裁からの これまでの状況

く
う後の展望

･実務研究会等の講義系科目の一部においそ房藍r
導入しているほか、以下の研究会では討議系科目で

－－

同時配信（傍聴）の導入、 ・研修の目的や内容、期待される研修効果、傍聴が討議に及ぼす影
響、さらには現場の執務への影響や回線への負荷等を勘案しつつ、
引き続き配信対象を拡大していきたい。

拡大
も傍聴を実施

3民事実務研究会（第1回） 、5刑事実務研究会、13実務指導研究
会 ．

オンデマンド配信の導入 次の項目について既にオンデマンドを導入している
ところ

・研修の視聴課題DVDを作成し、各庁に送付
7家裁調査官応用研修、12研修指導研究会（第1回） 、15,16係
長等研修、 18研修事務担当者研修、書記官養成課程予修期修習

･Microsoft365の導入により、技術的に動画共有が容易となったこと

から、順次対象を拡大していきたい。

・講義の録画については、講師の意向を尊重する必要があるほか、

ライブ配信ならではのメリットがあるところ、そのような点も勘案
しながら導入を検討したい。

・科目の一部を録画し、 BU研講師予定者に適宜交

付できるよう各高裁にDVDを送付
ユ3実務指導研究会 ・参加指名された研修以外のオンデマンド配信のうち、全職員に共

通する一般的な内容に関するものについては実施済み（「4分以
内」）であ’るが、その他の内容の拡大についても順次検討していき
たい。なお、動画視聴に必要以上に時間を割くことにより、本来業
務を圧迫することがないよう、動画コンテンツの配信時にどのよう
な補足説明をするのが相当かを含めて考えていきたい。

・過去に各庁に送付した動画教材（面接技法、討議
方法に関する教材等）を新しい総研..ンテンツ
(So-Lab)に格納

・全職員に共通する一般的な内容に関するものとし

て、研修に関連する知識や技能等をコンパクト （4
分以内）にまとめた動画コンテンツ「4分以内」を
スタート

フォローアップの拡充 リモートを活用したフォロ 一アップを順次拡大中 リモートを活用したフオローアツプ以外の方法（研修終了後一定期
R4～12研修指導研究会（第1回）、13実務指導研究会16係

長等（人事担当）研修、25次席家裁調査官等研究会
R5～18研修事務担当者研修
R6～4刑事実務研究会、17係長等（会計担当）研修

間経過後のアンケートの実施やMicrosoft365の機能を活用したフオ
ローアップ等）についても試行を重ねながら、最適な方法を検討し
ていきたい。
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2リモートの活用について

’
’

’ 今後の展望これまでの状況

検討今後のテレワーク試行の推移もみながら、 を進めていきたい。テレワークによる研修受講

研修目的や内容、研修効果の観点から、最適な実施方法となるよう

参集かリモートかを選択しているところ、参集困難な者のリモート
参加希望の声もある。参集を前提とした研修に当該参加者がリモー
ト参加することによって期待される研修効果が得られるのかといっ
た問題はあるが、実施に向けて検討を進めたい。

参集で実施される研修への
リモート参加

※総研では、研修の目的に応じ、 リモートを始めとしたデジタル技術も活用しながら、研修前、研修、研修後の各場面において最
適な手法を組み合わせることによって新しい研修スタイルが導入できないか、若手教官を中心に上記観点なども踏まえ検討を進め
ているところである。

6
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2リモートの活用について

＜ﾘモート（ｳｴブ会議）のメリット･デメリット＞

一般的に言われているものや､総研での実績､経験の中から考えられる主なﾒﾘｯﾄ､ヂﾒﾘｯﾄは次のとおり

｜

’ﾘﾓｰﾄの機能の活用により､柔軟かつ機動的な班編成やグﾙｰプ討議､討議過程や結果の共同編集が可能

実施場所の収容限度による参加人数の制約の回避（人員､範囲の拡大､拡充）

家庭事情等により参集困難な者の研修参加機会の確保【
メ
リ
ッ
ト
室

①

＝ｰ二一 P

研修後の職場での実践と行動変容のﾌｵﾛｰｱｯブにより知識や意識の定着を図る手法を別途取ることが可能

傍聴等を通じた研修員以外への研修効果の拡大や､研修内容の所属庁への還元の直接性､即時性

研修参加者の移動ｺｽﾄ､現場の負担感の軽減（予算面､時間面､労力面）

災害等により参集が困難になづても､研修を安定的に実施可能

傍聴等を通じた研修員以外への研修効果の拡大や､研修内容の所属庁への還元の直接性､即時性

研修参加者の移動ｺｽﾄ､現場の負担感の軽減（予算面､時間面､労力面）

災害等により参集が困難になづても､研修を安定的に実施可能

参加者の非言語情報を含めた相互作用による議論の発展や気づきを得にくい場合がある※
【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

ｶﾘｷｭﾗﾑによっては､ロールプﾚｲなどの効果的な実施が難しい※

長時間バｿｺﾝを見続けることによる独特の疲労感の発生

下級裁研修事務担当者の負担増（会場確保､機器等の準備）

休憩時間等を利用した他庁職員との交流の減少※
■

※実施上の工夫で解消ないし改善可能
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rp

3令和5年度からの主な変更点

’
’

変更内容 変更理由､検討内害等 、＝

･司研と合同で実施する第1回と同様の内容の討議等をｺﾝバｸ

ﾄなものにした研修を､総研単独で2回実施していたところ､これを
3回に変更（そのうち､第3回（令和6年12月）又は第4

回（令和7年2月）は､司研との合同実施を検討中であり､そ
の場合､研修の内容は第1回とは異なり得る｡）

・参加人員を50人→60人に増員
・ﾌｫﾛｰｱｯブを実施（リモート）

･本研修への参加機会を広く提供する3民事実務研究会

･本研修への参加機会を広く提供する

｡研究会終了後に､研究会後の取組状況や行動変容

などについて意見交換する機会を設け､研修効果の定
着を図る

･本研修への参加機会を広く提供する

4刑事実務研究会

6家庭裁判所調査官特別研修

14情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修

･参加人員を30人→50人に増員（第1回､‘ﾘﾓｰﾄ）
・参加人員を30人→40人に増員（第2回､第3回）

･参加人員を60人→60～80人に増員 、

･講義系科目をリモートで､討議系科目を参集で実施

･本研修への参加機会を広く提供する

15係長等（総務橿当）研修 ･参加者を送り出認見塲や参加者の負担軽減等の観

点から､八ｲプﾘｯド型に変更

・本研修への参加機会を広く提供する

．参加者を送り出ず現場や参加者の負担軽減等の観

点から､八ｲブﾘｯド型に変更
･本研修への参加機会を広く提供する
．研修終了後に､研修後の取組状況や行動変容など

について意見交換する機会を設け､研修効果の定着を
図る

16係長等（人事担当）研修
午

17係長等（会計担当）研修

｡参加人員を50人→70人に増員

･講義系科目をリモートで､討議系科目を参集で実施

｡参加人員を50人→60人に増員

･フォローｱｯブを実施（リモート）

8



一

3令和5年度からの羊な変更点 一

－一 一
一一』 ■ ｰ 一ー 司姑

変更理由､検討内容等廃霊 琴塞冒雪雲錘

正一一

変董内容

｡実技系科目を中心とした半日程度の研修に全面見

直し（従来の講義系科目等はｵﾝデﾏﾝド化の予定）
｡本研修への参力鵬会を広く提供する

｡参加者を送り出す現場や参加者の負担軽減等の観
点から､全面リモートに変更

19情報処理研修 ｡実施時期を9月とし､各回半日程度で実施

・参加人員を各回60人→100人に増員

21首席家庭裁判所調査官研究 全面ﾘﾓｰﾄで実施
会（第1回）

｡講義系科目を7月に前倒しして実施することによって、

裁判部の幹部職員に必要な知識等を早期に付与する

とともに､一定期間経過後に討議系科目を実施するこ

とによって､知識等の定着や管理能力の向上を図る

9講義系科目を7月に実施し､討議系科目を11月に実施（いず
れもリモートで実施）

24次席書記官研究会

これらの変更点のほか、管理職員を対象とした研修では、以下の視点をカリキュラムに盛り込むことを検討している。

情報通信技術の活用、各種事務の簡素化・効率化、組織・機構の見直しにより、事務の合理化、効率化を図り、職員が本来の役割・職務に注力し
て専門性を活かすことのできる事務処理態勢を構築することの重要性
裁判所の将来を担う世代の活力を発揮させることの重要性

今後、組織見直しにより新たに創設される官職を中心とした新たな研修（研修計画外）の実施を検討している。

※

※

※記録の保存・廃棄をめぐる一連の問題を受けて、有識者委員会の意見を踏まえて調査検討を行い、報告書を公表したところであるが、同報告書にお
いて、記録保存の意義への理解や特別保存の意識付けを図っていくため、職責に応じた研修等を継続的に実施するとされていることを踏まえ、研修
のカリキュラムの変更等を検討している。

※30総合職採用職員初任研修について、土日を挟まない日程での参集とする方が研修参加者の負担にならな・いのではないかという高裁意見があっ
たが、フレッシュセミナー終了後速やかに実施することが研修効果の観点から望ましいと考えられることや、家裁調査官補の予修期修習カリキュラ

ムの中断を極力避けたいことから、従前どおりの日程（今年度の場合、土日を挟む日程）を維持することとした。
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3令和5年度からの主な変更点

<委嘱研修の期間短縮について＞

＜経緯等＞

○令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず中止した研修について相
当数の未研者が発生したため、一部の委嘱研修につき、一定の範囲で期間の短縮を認めた。 ．
○高裁への聴取結果によれば、令和5年度中に未研者はおおむね解消する見通し
○期間短縮の措置解除について、高裁と意見交換したところ、そのまま従前ベースに戻すのではな
く、視聴研修の考盧や期間短縮等柔軟な対応を求める声が大半であった。

Ｅ
二
Ｒ
Ｕ
Ｂ
■
■
Ｄ
Ｄ
Ｉ
。
■
■
■
８
日
■
１
回
■
■
日
日
■
■
■
■
■
１
８
日
■
■
■
■
３
９
６
■
■
■
■
■
Ｊ
■
■
■

令和2年度以降、各高裁が、 リモートや視聴研修を組み合わせるなど研
修効果を確保するための工夫を行いながら期間を短縮して実施してきた経
緯や、令和5年度に新規の高裁委嘱研修を2本（新任主任。調査員研修、
トータルキャリア研修）立ち上げたことも考慮し、今後も、一部の研修に
つき、標準日数の半分以上の範囲で期間短縮が可能な余地を残すこととし

たい。
－

[研修実施計画に「実情に応じて短縮可」の旨を記載するもの］

36新任中間管理者研修、37新任係長研修、38新任主任・調査員研修、 39ジヤンプアツプ研修、

44フオローアツプセミナー、45フレッシュセ､ミナー

※その他の研修についても、やむを得ない事情により期間短縮を可能とする余地がある。
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3令和5年度からの主な変更点
=

＜エ営繕技官の各研修への正式参加＞

－、'以下の研修について、行（－）技官（営繕技官）を正式参加させることとしたい。
17係長等（会計担当）研修、 35事務官專門研修（会計分野） 、37新任係長研修

、 38新任主任。調査員研修、 39ジヤンプアツプ研修 ノ

＜経緯等＞

○営繕技官は、上記研修にこれまでオブザーバーとして対象者と同様の日程で参加し、同様の事前課題等に
も取り組んできたものであり、実質的に正式参加者と変わりない参加状況であった。
○これまでのオブザーバーとしての参加実績を踏まえ、上記研修に営繕技官が参加することの相当性や、研
修効果が認められることから、次年度以降、正式参加に移行させることとしたい。
○なお、研修参加者の選定に当たっては、各高裁がオブザーバー参加歴を把握していないことから、当面の
間、従前の枠組み（経理局営繕課からの情報に基づいて総研から各高裁に参加候補者を情報提供）を維持す
る予定である。

[参考：従前から正式参加としていたもの］

26管理者研究会、27中間管理者研修I、 28中間管理者研修Ⅱ、36新任中間管理者研修、40ステップアップ研修、42新採用職
員研修、43トータルキャリア研修、44フオローアツプセミナー、45フレッシュセミナー

<法廷薑備員の38新任主任･調査員研修への参加＞

法廷警備員のうち、事務局や裁判部等に配置され、警備業務以外の業務を担当している者については、他の裁
判所事務官と同様の職務遂行能力の向上を図ることが有用であることから、新任主任。調査員研修への参加を認
めることとしたい。
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3令和5年度からの主な変更点

<養成課程におけるパソコンの活用＞

裁判所書記官養成課程 《裁判所書記官養成課程における整備状況等》

令和5年度は、総研参集時は、 USB型モバイルルータに

よるインターネット通信環境を備えたパソコン（養成課程用
パソコン）を一人1台整備し、実務修習では、養成課程用パ
ソコンに加え、事件情報を取り扱うことができるスタンドア
ロンパソコンを整備し、養成課程生は2台を使い分けた。

令和6年度は、 」 ｡NET回線に接続可能なパソコン（新

研修用パソコン）を修習実施庁に整備し、養成課程生は、予
修期修習、裁判事務修習、二部1年生のリモート研修、実務
修習において、新研修用パソコン1台で、調書の作成やポー
タルの閲覧などができるようになる予定である。

家庭裁判所調査官養成課程

R4.10

-人1台の養成課程用
パソコン(USB型モ
バイルルータ）を整備

●

R5.10

全職員（養成課程生を
含む）にMicrosoft365
が導入

● ● ●

R5.7

実務修習で、一人1台の養成
課程用パソコンに加え、事件
情報を扱うことができるスタ
ンドアロンパソコンを少なく
とも二、三人に1台整備

R6．4～

各修習実施庁に、一人1
台のj･NET接続可能な
新研修用パソコンを整備

総研での合同研修期間中、研修生に一人1台パソコンを貸与して使用さ
せる。パソコンをj ･NETに接続し、Microsoft365を通じて、電子
データで資料等の配布。提出、ポータルの閲覧のほか、面接技法演習の
ロールプレイ等での使用を予定している。
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、

4その他報告事項

1．裁判所書記官研修部から

O養成課程の概要→スライト14ページ及び資料ア（実施報告） 14ページ以下
Oパソコンの活用→スライド12ページ
O高裁首席書記官との意見交換の実施
O書記官実務研究について､柔軟な研究場所の選択（所属庁における研究を可能とする）

Z･家庭裁判所調査官研修部から

○養成課程の概要→スライド1Sページ及び資料フ（実施報告) 14ページ以下
Oパソコンの活用→スライド1Zページ
O実務修習実施庁との意見交換の実施

3． －一般研修部から

○令和5年度に新設した研修（ﾖS新任主任｡調査員研修､43トータルｷｬﾘｱ研修）の実施状況
O組織見直しにより新たに創設される官職（裁判部企画官､訟廷管理係長）を対象とした計画外研修
の実施予定について

O高裁との意見交換の御礼と高裁からの要望事項（スライド4～6ページ）についての若干の補足

4.事務局から

○研修事務の合理化の推進→総研規程の改正(｢研修を終えた者の氏名｣の削除)､スライド16ページ
→M365の活用､発出文書の整理､スライド4ページ

13



総研での害言己官の養成。研修

〆

栗程可
ｒ
ｌ

書記官養成課程

』
【事件の進行を踏まえた書記官事務】
事件の進行の中で各手続における法律と実務を横断的に学修
事案の進行に応じた書記官の事務、裁判官との打合せを実習

I
L

（
筒

書記官事務を遂行する上での基盤となる知識
及び技能並びに意識の酒養 ノ

－~~、
〆【主体的な学修へ】
自ら主体的に知識を獲得し、深い理解につなげる ．

鬘 篭蔚〃
｝書記官BU研修

中堅書記官に求められる思考力・表現力等を発揮

きるよう資質･能力を磨き、執務の質の向上につ
げる．

で
な

し書記官が、事務の根拠と目的を考え合理的な事務を追求するために、裁判官との意見交換を

行い、裁判官と連携協働しながら、主体的。実質的に事件への関与をすることで、

ヰ裁判の質を向上させる

14



総研での家裁調査官の養成。研修
｢家裁調査官の役割。機能を十全に発揮して事務を遂行すること｜ ＝家裁の紛争解決機能強化

1{状況の変化に的確かつ柔軟に対応できる高い専門性と組織性を兼ね備えた調査官の育成
（ ノ

賃驚喜言震臺壽として必要な能力及び組織的な執務姿勢の修得主体性能動性及び積極性を備’

（ ～

卜応用研修（任官後約3年の実務経験者）弓複雑困難な事件について円滑に事務を遂行するための執
|務能力の向上、組織性のかん養
ト

1

15



総研規程3条の改正（「研修を終えた者の氏名」の肖ﾘ除）について
～現行の報告事務フローと改正後の事務フロー～ ミ

総研において、最高裁判所長官への報
告資料を作成するため、全国の研修実施

、庁から、 「研修を終えた者の氏名」の資
料を収集している（スライド左側の「現
行」） 。
総研規程3条が改正されると「研修を
終えた者の氏名」の資料収集が不要とな
る（本スライド右側の「改正後」） 。

一

|現行｜
騨團鯛

i雪鵜終えた者鯉氏≦

⑥中央研修．②研究〉

研修等ごとに研修終了者全員の氏名を記載した資料
⑥高裁委嘱研修〉
研修ごとに斑修終了者の代表者1人の氏名等と研修終了者数を
高裁別に分けて記載した資料

く④各庁委嘱研修〉

改正後 ;ｲ可主な変更点等
【

ﾄ

最高裁判所長官

↑【報告対象】研修ごとに研修終了者の代表者1人の氏名等と研修終了者数を
記載した資料

く⑤委託研修〉
研修ごとに研修終了者の代表者1人の氏名等と研修終了者数をと研修終了者数を｛ 1

報告対象として「研修を終えた者の氏名」
の資料の添付がなくなる。

記載した資料

1
＞研修の結果 研修の名称、目的、実施場所、実施期間、人員（研修終了者数）

及び対象者（参加者の役職や経験年数等）を記載した一覧表
＞研修の結果

総研が研修実施庁となる①②の研修終了者の名簿を作成するとともに全国の
研修事務担当者から③～⑤の「研修を終えた者の氏名」の資料を収集し、最高
裁判所長官への報告資料を作成している。

索垂央研修②研”
聯鈎I

犀詞1鷲震！

【研修後】
二
凰
需
価

一
一
一
一

一
』
二
一

嬢陶： 事央騒
庫ロ
IFⅡ

研修）Brdさ
写畢

一一

【研修前】
－

研修E

<⑤委託研修〉

研修実施状況等の一覧中、研修終了者の代表
者ユ人の氏名等の記載が不要になる。

⑥委託研修〉

人事局は、委託研修ごとに研修終了者の
代表者1人の氏名等と研修終了者数等を記
載した研修実施状況等の一覧表を送付して
いる。

高 裁

高地家裁

》
『
如
四 弓裁季Ⅲ感淵

一

一

一

一

心冬庁皀副威別
一

一

一

一

自
画

16



ト

●

資料3

①

ヤ

令和6年度研修実施計画（案）

イ

1
q

e

〆

.

心

｜

ｬ

裁判所職員総合研修所

0

巾



1

次目

第1研修 …･…………………………･………………………･･………．.……･………………“
■

1 中央研修 ．…………………･……………………………･……………………

1

1

2高裁委嘱研修 …………………．.…………………･……………………･･………， 7

3名庁委嘱研修 ．P…台..……&…….……….…….…………､……………………..… 9

4研究

5委託研修

6 自庁研修

10■■■■■陰●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■●■■■■■■宙■■■■■■宙■ゆ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■p

11■■角■■■■■■■■■■■■■■■■●■■色■■●色■■■■■■■■●■●■■■仲■■■■■■■■■■■■■■■せ■■■■､■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

11■■■■■■■■■■■■■■■■■｡■■■■■■■掴■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■●■、■お■■■■■■●■■■8

第2協議会 11■■■飴■■■■p●■■■■■■■●■■■｡■■■■■●■■■■●■■●■■■■Q■■■■■■■■■■｡■｡｡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｡S■早律■■■■■●■■■■■■■■画I

第3養成 ”……………｡………･･…….．……･…………･･…………?…………………………・
9

1裁判所書記官養成課程 ……･…､…………………………………………“1裁判所書記官養成課程 ……･…b………………………………･…………．

12

， ”
●

●

2家庭裁判所調査官養成課程 ．…･………………･･…･……………･…&… 12

1

※期間は､休日を除く実日数を記載している。

※このほか各分野における課題への取組の進展状況､喫緊の課題の発生等に応じて､裁判
所職員総合研修所長において､別途研修を実施することがある。

※リモートにより実施予定の研修は､実施時期に｢(リモート)｣と記載している。 ､
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第1研修

1中央研修

（1）業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修
ア裁判事務に関するもの

番号1名 称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者

家事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

6. 11. 6(水）
～11． 8（金）
(リモート）

家事実務研究会

※司研合同

家裁で家事事件
を担当する書記
官、家裁調査官

約
伽3日1

0 1 1

ﾄー 8 1 ロ ロ ロ

少年事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

6． 9．11(水）
～9．13（金）
(リモート）

少年実務研究会

※司研合同

家裁で少年事件
を担当する書記
官、家裁調査官

約
Ⅷ3日2

1 1

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

6. 6. 17(月）
~6. 18(火）
（リモート）

第1回

※司研合同
。ー‐酉＝■■■ぬ一

約502日

民事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討識を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。 ．

Ｇ

１

、

■

Ⅱ■ー■鹿■‐ q■‐ｰｰq■

6．10． 7（月）
(リモート）

約50第2回 1日
高・地・簡裁で

民事事件を担当
する書記官

民事実務
研，究会

3 ‐－m■■蛍■■ぬ■閏働■面一一■｡ ~ｰ‐ーｰｰ ‐ー＝●■＝嵐■口画ィ■摩章■■p

第3回
裁判所職員
総合研修所

6．12． 6（金）
(リモート）

約501日
※司研合同
を検討中

第4回

一一面一一画ｰｰ再■‐ｰ■■ｰｰ蛸q■ －ｰ一一■■一 一一一ｰｰ中

7. 2.21(金）
(リモート）

約501日
※司研合同
を検討中

刑事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

■ ■ ■ ■

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

刑事実務研究会

※司研合同

6． 6．17（月）
～6.18（火）
（リモート）

高・地・簡裁で
刑事事件を担当
する書記官

4 約602日

■ ■

後見関係事件等の運用
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り、もって適
正かつ迅速な審理、判
断に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

家事特別研究会
｡

※司研合同

6. 10. 2(水）
～10． 3（木）
(リモート）

家裁で後見関係
事件を担当する
書記官

約502日5

4

0

一 ■

IL

1



目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者名 称番号
1 1 1

6. 10. 15(火）
～10. 17（木）
（リモート）

I

第1回 約503日 ｡■

I

行動科学等の更なる専
門性の独得及び深化を
図り、現場の調査事務
の質向上に寄与させ、
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る。

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

‐■毎一一画－－－4■ ■■鹿ｰ■■ｰ■ ■■■‐ーロ■

家庭裁判所
調査官
特別研修

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
金
く
く
７
９
２
２
Ｌ
Ｌ
１
１
６
－第2回 約403日-6

一一一一一一 一一一一一
1b ■B一一一一.■ ■■‐＝

■

7， 1．22（水）
～1．24(金）

第3回 約403日

● ■ ■

ロ ﾛ ロ
I ロ

■ ■ ■ ■ ■

ロ 、 ﾛ ロ ロ ﾛ

ロ ﾞ
P1

ロ ロ B E

家裁調査官任官
後、 3年以上経
過した者のうち
家庭裁判所調査
官実務研修又は
家庭裁判所調査
官応用研修を終
了していないも
の

専門的知誠及び技能を
応用して、複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る。

家庭裁判所調査官
応用研修

裁判所職員
総合研修所

2（火）
5(金）

７
７
６
－ 未定4日7

1 1 1 ．

1 1 、 ‘ 1 1

裁判所が当面する．諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに、
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る。

速記官（速記管
理官及び速記副
管理官を除
,く。 ）

裁判所聯員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
Ｉ
く
６
７
２
２

６
６
６
－速記官中央研修 約202日8

■ ■ ■

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する
とともに、研究、討議
等を行うこ.とにより、
総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ、
総括執行官としての識
見をかん養する。

6． 7． 2（火）
～7． 4（木）
(※リモート
の可能性あ
り）

裁判所職員
総合研修所

総括執行官総括執行官研究会 約203日9

｜’ l I l I

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に、前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

ロ

7． 2．26（水）
～2．28（金）
(※リモート
の可能性あ
り）

■ 1

裁判所職員
総合研修所

未定執行官実務研究会 執行官3日10

■ ロ

令和5年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

職務遂行に必要な知識
を付与すること,によ
り、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

。

ｊ
ｊ
火
金
Ｉ
く
１
４
２
２

５
５
６
－

裁判所職員
総合研修所

未定新任執行官研修 41ヨ1l

、

2



イ事務局事務に関するもの
（ア)管理職員及び中間管理職員を対象者とするもの

番号|’ 名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時 期|期間|人員｜対象者I
ロ ■ ロ ﾛ ロ ﾛ

ﾛ ロ ﾛ ロ I

次席書記官、総
括主任書記官、
主任書記官、訟
廷管理官、訟廷
副管理官、裁判
員調整官、次席

壽菫謹蕊調警
官、主任家裁調
査官、総括企画
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
専門官

6． 5．29（水）
~5.31(金）

約40第1回 3日

研修指導
研究会

高裁委嘱研修、各庁委
胴研修及び自庁研修の
指導者を養成する。

裁判所職員
総合研修所

12
一興ｰ歯嘩胸一画幽陣画一■■閣陣■ 蝉鐘曲峰毎■ 色■ｰ＝■■

■■■■~画■酵再P

6． 12． 2（月）
～12． 4（水）
(リモート）

約50第2回 3日

Ⅱ

(イ)中間管理職員を対象者とするもの

名 称 ’ 目 的 |実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者番号
一

①6． 5． 9（木）
（リモート）
②6． 5． 15（水）

①6． 5． 9（木）
（リモート）
②6. 5. 16（木）

①6． 5． 9（木）
（リモート）
②65. 16(木）

事
一
事
一
事

民
一
刑
一
家

０
。
０
－
０

５
隼
５
｝
４

約
一
約
一
約

日
一
日
一
日

２
－
２
｛
２
弾

書記官ブラッシュ
アップ研修の識
師となる予定の
者

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する。

裁判所職員
総合研修所

実務指導
研究会

13

ロ ◇

1 ，号

各庁において、情報セ
キュリティインシデン
ト対応の責任者や職員
の情報セキュリティリ
テラシー向上の旗振り
役を担う管理職員に対
し、専門知識や最新の
知見を習得させる。ま
た、事例検討などを通
じて、実際に情報セ
キュリティ事故が発生
した場合の対処能力等
の向上を図り.、情報セ
キュリティ事項を未然
に防止するための方策
の立案・実施に向けて
考える力を身に付けさ
せる。

q

情報セキュリティ
研 修

裁判所職員
総合研修所

6. 11.20（水）
(リモート）

０
０
６
８
約
へ の事務を補■■の事務を補
助する者（管理
職以上の者）

1日14

■

（ウ)管理職員以外の職員を対象者とするもの

番号’ 名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者
｜ I ｜…R I ’ 1

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

①6． 9．25（水）
（リモート）
②6． 10． 3（木）
～10． 4(金）

高・地・家裁本
庁の総務事務を
担当する係長、
専門職

ｊ
等
当
修

係長
（総務担
研

裁判所職員
総合研修所

約503日15

■ ■ ■ ■ ■ ■

3



目 的． ｜実施場所｜実施時期|期間|人員|邸…名 称番号
I｡

１１１１

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る6

高・地・家裁本
庁の人事事務を
担当する係長、
専門職

ｊ
等
当
修

係
人
研
く 凋

一

長
馴 裁判所職員

総合研修所
6.10. 15（火）
､~10. 17(木）

約703日16

I I I I I I B

1 1 1 1
■

l’ l ロ I 。

高・地・家裁本
庁の会計事務を
担当する係長、
専門職又は営繕
専門職（最高裁
を含む。 ）

①6.11. 12（火）
～11. 13（水）

（リモート）
②6.11 18（月）
～11. 19(火）

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与する．こ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

1

ｊ
等
当
修

係
会
研
く
長
計担 裁判所職員

総合研修所
約604日17

｡

ロ

ロ

1 1 ． ．

1 1 ・ 1 1 1

研修の企画、実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより、
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り、
もって高裁委嘱研修、
各庁委嘱研修及び自庁
研修の充実を図る6

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長､専門職、
主任

研修事務担当者
研 修

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
２
３
１
１

■
●

６
６
６
－ 約402日18

I
■ ■ ■

・ ロ ロ 、 凸 Ⅱ ロ ロ

ﾛ ロ ロ ロ I U ロ ーI

1 1 1

6. 9. 19(木）
(リモート）

約
伽
情報化の推進に
指導的役割を果
たすことが期待
される行（一）
職員（家裁調査
官を除く。 ）

第1回 情報化の推進に向け
て、職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広.く養成する6

各
順

裁判所職員
総合研修所

情報処理
研修

19 ＝ｰｰｰ一再一一一mｰ一一－一ｰ＝ ＝ｰ－－－

6． 9．20（金）
(リモート）

約
伽第2回

ウ管理業務に関するもの
（ア)管理職員を対象者とするもの

番号’ 名 称 ｜ 目 的 ｜|実施場所｜実施時期|期間||人員｜対象者
地・家・簡裁の
首席書記官（全
員）

地・家・簡裁の
首席書記官

6. 9. 17(火）
（リモート）

約
150

約
30

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り、総合的な組織運営
能力の向上を図る。

■

回
一
回

１
》
２

第
一
第

1日

■■■毎一一

1日

首席
書記官
研究会

裁判所職員
総合研修所

20

6． 9．30(月）
凸 8 ロ 】

ﾛ ﾛ ﾛ ロ q

6． 9． 2（月）

～9． 3（火）
（リモート）

①6． 9．17（火）
（リモート） ．
②6.11.12（火）
～11.13(水）

高裁所在地の首
席家裁調査官第1回 2日 8

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行う‘ことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

裁判所職員
総合研修所

■■ー■■■■ｰ1■ ■■－画ー■‐■画一一一一■■ｰーｰぬ■ｰｰー画一一
ーｰｰｰ＝一面ー■■＝

21
b

U

b

約
即
首席家裁調査官
（全員）第2回 3日

■ ■ ■ ■

■ も

1 1 1 ． I

①6． 9.17（火）
（リモート）
②7． 1．31（金）
（リモート）

■

約
血
地・家裁の事務
局長（全員）

事務局長として必要な

指導監督等に関する研
究を行うことにより、
総合的な組織運営能力
の向上を図る。

第1回 2日

裁判所職員
総合研修所

事務局長
研究会

22

地・家裁の事務
局長

ｰ■■ｰー‐

1日

再一一m一■

約
24

一約型

ロ碑一再一＝再一｡

第2回 7. 2. 14(金）

4



目 的」実施場所｜実施時－期|期間|人員｜対象者’番畳」 名 称
1 1

..’
次席書記官、次
席家裁調査官、
総括主任家裁調
査官(次席家裁
調査官の経験が
ある者)、次長

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より、幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

①6． 5．21（火）
（リモート）
②6． 6． 6（木）
～6． 7(金）

管理者研究
（組織運営

今
云
、
ノ

未定3日23

※司研合同

地･家･簡裁の次
席書記官(地裁
の次席書記官の
併任を受けてい
る簡裁の首席書
記官を含む;）

次席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り、管理能力の向上と
意識の高揚を図る。

①6． 7． 9（火）
（リモート）
②6.11.26（火）
（リモート）

裁判所職員
総合研修所

未定次席書記官研究会

ノ

2日24

Ⅱ I ロ ﾛ

1 1 1

』

ロ I D I ロ I

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より、管理能力の向上
と意識の高揚を図る°

①6． 9． 9（月）
（リモート）
②6： 9．19（木）
～9．20（金）
（リモート）

次 席
家庭裁判所調査官等
研究会

次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

裁判所職員
総合研修所

未定3日25

l I Il

■ ■ ■

高
次
首
席
主
席
次

尉
八
長
歌
鋸
間
宮

新たに局長（高
裁を除く。）、次
長､事務部長､首
席書記官、次席
書記官、総括主
任書記官、首席
家裁調査官、次
席家裁調査官、
総括主任家裁調
査官、首席技官
(最高裁)､次席
技官(最高裁)等
に任命された者

ｌｌｌ－Ｉ
ｳ

■

■ ■ ■

幹部職員として、その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに、当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより、管理能力
の向上と意識の高揚を
図る。

①6． 416（火）
～4．18（木）
（リモート）
②6. 4.22（月）
～4．23(火）

裁判所職員
総合研修所

未定管理者研究会 5日26

〆 ．

I

5



（イ)中間管理職員を対象者とするもの

番号’ 名 称 ｜ 目 的 実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者｜

①6． 9． 5（木）
～9． 6（金）

（リモート）
②6. 10. 8（火）
～10． 9（水）

①6， 9． 5（木）
～9． 6（金）
（リモート）
②6, 10.10(木）
～10.11（金）

①7. 1. 15(水）
~1. 16(木）
（リモート）
②7． 2． 4（火）
～2． 5（水）

①7. .1.15（水）
～1．16（木）
（リモート）
②7． 2． 6（木）
～2． 7(金）

1 1

1 1

第1回 約80

一一一一＝ｰ‐‐‐■

昇任後おおむね
7年未満の主任
書記官若しくは
主任家裁調査
官､速記管理官、
速記副管理官、
課長補佐、専門
官、班長又は主
任技官の職にあ
る者

第2回 約80中間管理者として、そ
の職務を遂行するため
に必要な高い誠見及び
管理技法を習得させる
ことにより、職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

巳
１
１
■』』一一』

各
蛆

中間管理者
研修I

裁判所職員
総合研修所

27 ＝＝一■色一一一一q■

約80第3回
■ ■

I■bーｰ‐ｰ
ーー‐ーｰ一ｰ一一？

■

約80第4回

I

L

①6. 10.22（火）
（リモート）
②6. 10..24（木）
～10.25(金）

訟廷管理官、訟
廷副管理官、裁
判員調整官、課
長、文書企画
官、企画官、首
席技官、営繕企
画官（最高裁）
又は昇任後おお
むね7年以上経
過した主任書記
官若しくは主任
家裁調査官の職
にある者

第1回
中間管理者として困難

な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り、職務意識の高揚と
管理能力の向上を図

４ゅ。口ｑ、〃

ロ ロ

①

各
銅

裁判所職員
総合研修所

中間管理者
研修Ⅱ

未定28
■4■＝‐q■‐‐専一一一一一一■ー‐

■一一一一■■－－－●

○

習
り
管
る ①6. 10.22(火）

（リモート）
②6. 10.28(月）
~10.29(火）

第2回

■

’ 1
●

’’’
一
■
■
■
■

二
■
■
■
■

。

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

ロ I ． I

6． 6．24（月）
～6．26（水）
(リモート）

主 任
家庭裁判所調査官
研 修

裁判所職員
総合研修所

未定 主任家裁調査官3日29

L I ． 1 1
ロ 0 1 1 0 ロ

階層に応じた資質･能力の向上等を目的とした研修

名 称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者
． （2）

蚕ヨ
ｐＩｌｌ

令和5年度裁判
所職員採用総合将来の幹部職員の候補

者としての自覚を促
し、職務意識の高揚を
図る°

裁判所職員
総合研修所

１
１
木
月
く
く
４
８

●
申

４
４
６
へ

総合職採用職員
初任研修

未定 職試験の合格者
で、新たに採用
されたもの

3日30

L ■ ロ ■

6



9

ノ

（3）

壷
他
名
のそ

冒一的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者称
ロ ● Ⅱ

、
ｕ
６
〃
〃
。
、
６
Ｊ
〃
●
Ｌ
Ｅ
Ｏ
〃
〃
心
、
０
〃
グ
ー
廷
、
日
Ｊ
〃
、
、
Ｂ
〃
〃

明
嶮
一
枕
●
瞼
一
明
倫

４
２
・
６
６
．
９
６

《
叩
久
一
口
日
Ⅱ
４
詑
勺
Ⅱ
Ⅱ
４
己
Ⅱ
Ⅱ
４
■
口
ｄ
日
日
△

●
■
”
●
●
一
●
●

６
７
ロ
７
８
“
８
９

６
－
－
６
－
－
６
へ

裁判所職員
総合研修所

実務研修
実施庁

裁判所職員
総合研修所

前期
研修

実務
研修

後期
研修

15日

23日

15日

裁判所書記官任
用試験の第2次
試験に合格した
者

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

CA研修
実務試験

未定31

I

1

2高裁委嘱研修

（1）業務内容に応じた専門性｡能力の向上等を目的とした研修
ア裁判事務に関するもの

番号｜ 名 称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

中堅書記官に求められ
る思考力・表現力等を
執務で十分に発揮でき
るよう.、基本的資質・
能力を磨き、執務の質
の向上につなげる契機
とする。

書記官任用資格
取得後5年以上
の者（中間管理
者以上の者を除
く。 ）

7月から9．月
までの間で実
施機関が適宜
決定

書記官
ブラッシュアップ
研 修

未定5日32

ロ 9 ロ

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

D I I

家庭事件の調査上の諸
問題について研究及び
討議を行うことによ
り、調査実務の充実及
び改善に寄与さぜる。

33
実施機関が
適宜決定

主任家裁調査
官、家裁調査官

家庭裁判所調査官
実務､研究会

未定3日

｜ ‘ ｜ ’

0 1 1 1

１１１、､ I

イ事務局事務に関するもの

番号’ 名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者
ロ

I ． I I I I I

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
文は
高等裁判所
等

高等裁判所で実施する
委嘱研修及び高裁ブ
ロック研修の運営等に
ついて研究及び討議を
行うことにより、研修
等の充実及び改善に寄
与させる。

■ ロ

、

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

実施機関が
適宜決定

未定1日34

◆

◆

ウ裁判事務及び事務局事務に関するもの

番号’ 名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者
令 I ◇

I

牙

総務、人事、会計及び
裁判部の各分野につい
て、その事務を処理す
るために必要な専門的
知識及び技能を付与す
ることにより、中核的
役割を果たしている事
務官の執務能力の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
．又は

高等裁判所
等

採用後7年以上
の行（一）事務
官（専門官以上
の職にある者を
除く。 ）又は営
繕専門職（最高
裁を含む。 ）

実施機関が
適宜決定

へ
日
２
３事務官専門研修 未定35

ロ I ． ’

ロ ロ B ■ ■

7



エ管理業務に関するもの ’

番号’ 名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期||期間|人員｜対象者
新たに主任書記
官、訟廷管理
官、訟廷副管理
官、裁判員調整
官、主任家裁調
査官、速記管理
官、速記副管理
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
首席技官、班長
（最高裁） 、主
任技官（最高裁
を含む。 ） 、地
裁本庁所在地に
ある検審局長等
に任命された者

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

職務遂行に必要な管理
能力及び管理技法を付
与することにより、中
間管理者としてふさわ
しい職員を養成する。

新任中間管理者
研 修

実施機関が
適宜決定

日
１
５
※ 未定

36

＋

階層に応じた資質･能力の向上等を目的とした研修

名 称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者
（2）

蚕ヨ
裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより係長としてふ
さわしい職員を養成す
る。

新たに係長に任
命された者又は
営繕専門職（最
高裁を含む。 ）

実施機関が
適宜決定

3日

※1
未定新任係長研修37

１１１

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

新たに主任・調
査員に任命され
た事務官及びそ
れと同等の者又
は営繕専門職

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより、主任・調査
員としてふさわしい職
員を養成する。

3日
※1

実施機関が
適宜決定

ｿ

新任主任
研

調査員
修

未定38

■ ■

採用後7年以上
10年未満の行
（一）事務官
（係長、専門職
以上の職にある
者及び書記官又
は家裁調査官の
任用資格を有す
る者を除く。 ）、
行（－）技官

職務での問題点の発見
と改善等について研究
及び討議を行うことに
より、仕事の進め方に
関する基本的な能力を
向上させ、中堅事務官
としてふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

ジャンプアップ
研 修

3日

※1
未定39

Ⅱ I ロ I ．
■

、 ロ p H ロ 』

I ．●

ｌｌｌｌｌｌ

■ ■ ■ ■ ■

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ、動機付けを行うと
ともに、職務遂行能力
の向上を図り、事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

2月から3月
ま･での間で実
施機関が適宜
決定
※2

採用3年目の行
（一）事務官、
行（一）技官

ステップアップ
研 修

31]

※1
未定40

I ロ ロ ロ

※1実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。
※2実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。
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名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者番号

通信研修
実施機関が

､ 適宜決定

面接研修
実施機関が
適宜決定

採用後1年以上
の行（一）事務
官（書記官又は
家裁調査官の任
用資格を有する
者、総合職( I
種、上級）試験
合格者等を除
く。 ）

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

通信研修及び面接研修
を通じて基礎的な法学
教育を行うことによ
り、資質及び事務処理
能力の向上を図る。

l■■＝■■■

未定事務官法律研修41

9～

11日

，

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

国

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

虹■
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■

■
■
■
■
■
■
日
■

■
■
■
■
■
■
■
■

凸

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

国民全体の奉仕者とし
ての使命を自覚させる
とともに裁判所職員と
して必要な基礎的知識
を付与し、裁判所職員
にふさわしい心構えを
かん養する。

新たに採用され
た職員（総合職
採用職員を除
く。 ）

実施機関が
適宜決定

未定新採用職員研修 4日42

旬 甲

壷
他
名
のそ

称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者 ’

高年齢層の職員が、定
年引上げ後も引き続き
その能力・経験を十分
に生かして職務を遂行
できるよう、意識啓発
を行い、今後の自分の
職務について考える契
機とする。 ．

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
。又は

高等裁判所
等

当該年度中に5
6歳に達する職
員（医（一）職
員を除く。 ）

実施機関が
適宜決定

トータルキャリア

研 修
未定1日43

3各庁委嘱研修

墹 称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時期|期間|人員｜対象者番号
一

､ 1 1 1
①2月から3
月までの間で
実施機関が適
宜決定

②実施機関の
実情に応じ
て、①に定め
る日に加え、
実施機関が適
宜決定

●

国
■
■
■

■
■
■
■

Ｉ
■ ■

p H 伝

｜ ‘ 、 ハ I

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ、幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

採用後1年程度
を経過した行
（一）事務官､
行（一）技官

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

44
フォローアップ
’セ ミナ－

3日
※1
未定

6
0 ロ

I
U

ロ

、 ロ I ロ ■ ロ

ﾛ ﾛ ロ

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

職員として当面必要な
知識を付与し、職場へ
の円滑な定着を図る。

ロ ロ ロ

採用後勤務初
日及び2日目

新たに採用され
た職員

日
１
２
※

フレシシユ
セ ミ ナ－

未定45

※1実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。
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」

4研究

番号
一

名 称 目 的 ｜実施場所l実施時期|期間|人員｜対象者
■ ■

1 1 ロ I ロ ﾛ 0

異なる職種の職員に裁
判所の職種間の連携、
協働に関する研究を共
同してさせることによ

り、実務の改善及び向
上に寄与させる。

研究員が
所属する
裁判所

6． 9

～7． 3

書記官、家裁調
査官等

合伺実務研究46 未定7月

ロ ロ I

1 1
、 1 1 。 I

ｌｌｌｌｌｌｌ
ｌｌｌｌｌｌ

書記官実務における諸
問題について、体系的
かつ実証的な研究をさ
せることにより、実務
の改善及び向上に寄与
させる。

1

裁判所職員
総合研修所

’6． 4

～7． 3
書記官実務研究47 1年 書記官2

ロ ロ Ⅱ 1 1

ノ

､研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

q

家庭裁判所調査官
実務’研究
（指定研究）

1

､6． 4

～7． 3
1年 6

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関
する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与
させる。 ′

（個人研究）
家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和5年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

（共同研究）
家裁調査官

48

同 上

（個．人及び
共同研究）

研究員が
所属する
家庭裁判所

６
７－

７
３ 未定8月

I

1 1
● ． 、

■

派遣先
関係機関
，及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和5年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
（家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

6． 7

～7． 3

1

未定8月

関係機関における業務
の実際に関する研究を
行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

・ 同 上

(心身の鑑別につ
いての研究）

49 7． 2

～3
1月 3

ｌｌｌｌｌ■

ｌ

■■

■

ｇ

■

■

■

■

■

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和5年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

法務総合研
究所及び
､研究員が
所属する
家庭裁判所

同 ． 上
（更生保誰につ
いての研究）

２
３
爪
一 1月 3

10



5委託研修

委託庁番号 名 称 人員
■

人事院 行政研修（課長補佐級） 未定50

１９

会計事務職員研修51

O ロ

会計事務職員契約管理研修52
1 1

－

1 1

予算編成支援システム研修53
I

財務省 未定

予算担当職員初任者研修54
● 9

■ ● 門刊

ﾛ ﾛ

決算書作成システム研修
■

55 I 。

ロ

〃

会計監査事務職員研修56

■

ロ ■

税務大学校本科特別研修国税庁 未定57
ロ

、 ロ ･

、

情報システム統一研修デジタル庁58 未定

6自庁研修

番号
一 名 称 ｜ 目 的 l実施場所｣_実施時期｜期間|人員｜対象者

■

1 1

職務遂行に必要な知
識、技能等を習得さ
せ、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

高裁管内に勤務
する職員

高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定59

1 1 1

凸

職務遂行に必要な知
識、技能等を習得さ
せ、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

最高裁、高地家
簡裁に勤務する
職員

自庁研修
｡

実施機関が適宜決定60

第2協議会

番号’ 名 称 目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者
ロ

寺

高裁の次長、首
席書記官、高裁
所在地の首席家
裁調査官（全
員）

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議する。

裁判所職員
総合研修所 Iﾘ単踊) ’研修計画協議会61 約301日

1

､

11



第3養成

1裁判所書記官養成課程

番号 部 期 |期間|人員｜対象者実施時期等

一
函

一
へ
。
一
一
‐

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
火
火
火
火
火

く
く
１
１
く
く
Ｉ

１
１
７
７
６
１
５

１
２

４
４
５
５
７
０
３
１

６

７

入所

予修期修習
入所式
第1期研修
実務修習
第2期研修
修了

第一部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

第
第

部
期

－

21
62 1年 未定

■
１ ロ

ロ

'5． 4． 1(土）
4 3（月）～
5． 8(月）
5． 8（月）～
10. 16(月)～
6. 4 1（月）～
7． 16(火)～
10. 1(火)～

7． 3．25(火）

入所
予修期修習
入所式
裁判事務修習
第1期研修
第2期研修
実務修習
第3期研修
修了

第20期
（ 2年生） 2年 93

l ロ ロ

ﾄ

第二部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

第二部63 す

1(月）
1（月）～
7(火）

7(火)～
15(火)～
1(火)～
下旬～
上旬～
下旬

入所
予修期修習
入所式
裁判事務修習
第1期研修
第2期研修
実務修習
第3期研修
修了

●
●
■
ｅ
●
申
①
●
。
■

４
４
５
５
０
４
７
０
３

１

１

申

６
７
８

0
も

l
ｌ
迦
年

第
（ ］ １
期
生 未定2年

2[家庭裁判所調査官養成課程

期 期間|人員｜対象者
一 .』

番号 実施時期等
1 1 ､’

ヘ
ヘ
ー
ヘ
ヘ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

土
・
月
月
月
火
火
火

Ｉ
く
く
Ｉ
く
ｌ
く

１
３
８
８
８
７
５

１
１
２

入所 ．

実務修習（予修期）
入所式
前期合同研修
実務修習
後期合同研修
修了

5 ４
４
５
５
７
９
３

第

令和5年度採用
の家裁調査官
補で､最高裁が
指名したもの

『

『

20 期 2年64 53

０
■

６
７

へ

ｊ
ｊ
月
月
く
１

１
１

入所
実務修習（予修期）
(4.4～8を除く。 ）
入所式
前期合l司研修
実務修習
後期合同研修
修了

6． 4

4

令和6年度採用
の家裁調査官
補で､最高裁が
指名したもの

7(火）
7(火)～
16(火)～
中旬～
下旬

５
５
７
９
３

第 21 期 未定2年65

７
８

I

1 ， ロ ！

口

○

12



令和6年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ（研修の目的による整理）
裁判所職員総合研修所

’
一 業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした聯修等

事務局事務系
－

管理業務系

I
、

階層に応じた資質･能力の
向上等を目的とした研修

その他
裁判事務系

｜

’ ’ il
１
１

管
理
職
員
層

’
一

■

ト
ー
タ
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資料5
(5.12.20総研）

令和6年度研修実施計画･令和5年度研修実施状況一覧表
■

＊研修名の頭に付した記号は､◎は中央研修､○は高裁委堀､◇は各庁委嘱研修､●は自庁研修を表す。

|" _W鎚篭
| 】 |◎家事実務研究会（◎家事実務研究会(

令和6年度

実施時期

令和5年度

実施時期 ｜期間｜人員｜

7(火)~'*| $ | ｣0' |3 100鶏約1003

伽考

※） [ﾘ]5.11.7(火)～11.9(木）[ﾘ]6.11.6(水)～11.8(金）

◎少年実務研究会(※） [ﾘ]6.9.11(水)～9.13(金） [ﾘ］5.9.6(水)～9.8(金）約100 3 9532

第1回
（※）

[ﾘ]5.6.19(月)～6.20(火）[ﾘ］6.6.17(月)～6.18（火）

[ﾘ］6.10.7（月）

[ﾘ］6.12.6（金）

[ﾘ]7.2.21(金）

約50 2 502

0第2回 [ﾘ］5.12.8（金）

[ﾘ］6.2.26(月）

約50 53

約50

53

約50

■
■
■
ａ
・
も
■
Ⅱ
凸

◎民事実務研究会3
回
ｊ
回
〕

３
※
４
※

第
’
第
く

各1 約50

約50

◎刑事実務研究会(※） [ﾘ］5.6.19(月)～6.20(火）[ﾘ］6.6.17(月)～6.18(火） 約60 2 502４
面
５ I◎家事特別研究会(※） [ﾘ］5.10.4(水)～10.5(木）[ﾘ]610.2(水)～10.3(木） 約50 2 492

一
緬
一
細
一

約50

約40
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麺
・
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》

5.10 16(月）～10.18(水）[ﾘ]6.10.15(火)～10.17(木） 35

◆

◎家庭裁判所鯛査
官特別研修

各36.11.27(水)～11.29(金） 各3 5.1129(水)～12.1(金） 336

7.1.22(水)～1.24(金） [ﾘ］6.124(水)～1.26(金） 約48約40
申

◎家庭裁判所澗恋官応用研修 6.7.2(火)～7.5(金） 未定 5.7.4(火)～7.7(金） 4 35７
－
８
－
９

4

5.6.28(水)～6.29(木）◎速記官中央研修 6.6.26(水)～6.27(木） 約20 2 192

6.7.2(火)～7.4（木）
(※リモートの可能性あり）

◎総括執行官研究会(☆） 約203

7.2.26(水)～2.28（金）
(※リモートの可能性あり）

1

◎執行官実務研究会 未定 6.2.28(水)～3.1(金） 約20310 3
I

「◎新任執行官研修 6亀521(火)～5.24(金） 未定 5‘5.23(火)～5.26(金）4 4 9皿
一 ｡

ﾛ

I『

第1回 6.5.29(水)～5.31(金） 約40
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各3◎研修指導研究会 各312
今 平

第2回 [ﾘ]6.12.2(月)、～12.4(水） [ﾘ]5.12.4(月)～12.6(水） 48

[ﾘ］5.5.11（木）
5.5.17(水）
[ﾘ]5.5.11(木）
5.5.18（木）
[ﾘ］5.5.11（木）
5.5.18(木）

[ﾘ］6‘5.9（木）
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[ﾘ］6.5‘9（木）
6.5.16（木）
[ﾘ］6.5.9（木）
6.516(木）
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一
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1 約60～80 1 80

[ﾘ］6.9.25（水） ・
6.10.3(木)～10.4(金）

◎係長等(総務担当)研修 5.9.26(火)～9.28(木）約50 3 513

5.10.17(火)～10.19
(木)に変更

◎係長等(人郡担当)研修 610.15(火)～10.17(木） 5.1018(水)～10.20(金）約70 3 513

[ﾘ]6.11.12(火)～1113(水）
6.11.18(月)～1119(火）

◎係長等(会計担当)研修 約60 5.11.14(火)～11.17(金）4 4 58
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◎情報処理研修 各1 各219
[ﾘ]5.5.19(金）
[ﾘ］5.5.30(火）

第2回 59
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◎首席書記官研究会 各1各】20
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第1回 [ﾘ]6.9.2(月)～9.3（火）

[ﾘ]6.9.17(火）
6.11.12(火)～11.13(水）

5.8.31(木)～9.1(金）８
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82
◎首席家庭裁判所
調査官研究会

各221

１
１
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第2回 5.11.13(月)～11.14(火） [全］ [ﾘ]5.9.19(火)を追加3

[ﾘ］6.9.17（火）
[ﾘ］7.1.31(金）

第1回 [ﾘ］6.2.2(金） [全］ [ﾘ]5.9.19(火)を追加約100２
－
１

◎事務局長研究会 各122

第2回 7.2.14(金） 約24 6.2.16(金） 約24
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[ﾘ］5.5.23（火）
5.6.8(木)～6.9(金）

[ﾘ］6.5.21（火）
6.6.6(木)～6.7(金）

！
Ｉ

◎管理者研究会(組織運営)(※） 未定鯛
一
泌
一
鯛
一
邪
一

3 3 57

[ﾘ］6.7.9（火）
[ﾘ]6.11.26(火）

[ﾘ]5.1127(月)～11.28
(火）

◎次席書記官研究会 未定2 2 51

◎次席家庭裁判所澗査官等研
究会

[ﾘ］6.9.9（月）
[ﾘ］6.9.19(木)～9.20(金）

[ﾘ]5.9.11(月）－
[ﾘ］5.9.21(木)～9.22(金）

未定3 3 24

[ﾘ］6.4.16(火)～4.18（木）
6.4.22（月）～4.23(火）

[ﾘ］5.4.18(火)～4.20（木）
5.4.24（月）～4.25(火）

◎管理者研究会 未定５ 5 147

[ﾘ］6.9.5(木)～9.6（金）
6.10.8(火)～10.9(水).
[ﾘ］6.9.5(木)～9.6(金）
6.10.10(木)～10.11(金）
[ﾘ]7.115(水)～1.16(木）
7.2.4(火)～2.5（水）
[ﾘ]7.l15(水)～l.16(木）
7.2.6(木)～2.7(金）

[ﾘ］5.9.4(月)～9.5（火）
5.10.10(火)～10.11(水）

第1回 ０
０
８
８
約
約

78

詞
80

約81

約80

[ﾘ］5.9.4(月)～9.5（火）
5.10.12(木)～10.13(金）回

回
２
３
第
第

◎中間管理者研修】 各427 各4

帥
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・
約
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約80

約80

[ﾘ]6.1.17(水)～1.18(*)
6.2.6(火)～2.7（水）
[ﾘ]6.1.17(水)～1..18(木）
6.2.8(木)～2.9(金）

第4回
－
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実施時期研修名等 備考
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6.10.24(木)～10.25（金）
[ﾘ]6.10.22(火）
6.10.28(月)～10.29(火）

Lﾘ]5310.24(火）
5.10.26(木)～10.27(金）
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一
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未定 70

'28 ◎中間管理者研修Ⅱ 各3 各3
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､

未定 70
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』

底
◎主任家庭裁判所調査官研修 [ﾘ］6,6.24(月)～6.26(水） [ﾘ］5.6.21(水)～6.23(金）未定3 3 57

◎総合職採用職員初任研修 6.4.4(木)～4.8(月） 未定 5.4.6(木)～4.10(月）3 3 67

0

前期研修

実務研修

6.6.24(月)～7.12(金）

6.7.16(火)～8.16(金）
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後期研修 6.8.19（月）～9.6(金） 5.8.21(月)～9.8(金）
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'34
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7月から9月までの間で実施
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7月から9月までの間で実施
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Ⅱ
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１
日
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Ｉ

○書記官プﾗｯｼｭアップ研修 未定5 5 344

○家庭裁判所調査官実務研究
会

実施機間が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定３ 3 204

○次席家庭裁判所澗壷官等
実務研究会

実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定1 1 90

Y

○事務官専門研修 実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定 未定2～3 2～3
ー

○新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定 、実施機関が適宜決定 未定5 3卓－5 406

○新任係長研修 実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定3 未定’

3 未定，

， 未定’
3 未定｜

－未定
9～11

‘ 未定’

3

未定3

未定3

未定3

未定

9～11

未定4

l～3 264

○新任主任･鯛査員研修 実施機関が適宜決定 実施擬関が適宜決定 約338 85

○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定 未定調
一
如
一

3

2月から3月までの間で実施
機関が適宜決定

2月から3月までの間で実施
機関が適宜決定

▽

○ステップアップ研修 未定3

通信研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定
○事務官法律研修41 298

１
１
１

面接研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定 9～l］

臆 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定 4 510

○トータルキャリア研修 実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定 未定43 1 1

①2月及び3月までの間で
実施槻関が適宜決定
②実施機関の実情に応じ
て､①に定める日に加え、
実施機関が適宜決定

①2月及び3月までの間で
実施機関が適宜決定
②実施機関の実情に応じ
て､①に定める日に加え、
実施機関が適宜決定

|“
l-

l45

1里
47

◇フオローアップセミナー 未定 約3 未定3

。 I ロ

I Ⅱ ．

I

▲
I

◇フレッシュセミナー 勤務初日及び2日目 未定勤務初日及び2日目 未定2 2

合同実務研究 未定7月 7月6．9～7．3 5.9～6．3 2
■ ロ Ⅱ ■ ●，

書記官実務研究 1年 1年6.4～7．3 2 5.4～6.3 2

家庭裁判所調査官実務研究
(指定研究）

1年 1年5.4～6．3 66．4～7．3 6

当

蟄
Ｉ
蟄
型
釧
司

未定

未定

3

3

48
同 上

(個人及び共同研究）
8月 8月 56．7～7.3 5.7～6．3

家庭裁判所調査官関係擬関特
別研究(家事及び少年関係機
関についての研究）

－
１
１
■

吾

8月 8月6．7～7.3 5.7～6.3 19

49

ｌ

ｒ
■
日
■
且
■
■
８
回
１
０
Ｆ
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
＆
■
■
ｕ
Ｐ
８
Ｂ
言
■
■
Ｅ
■
ｊ
ｂ
‐

７
凸
ｒ
ｌ
‐
ｒ
Ｌ

同 上

(心身の鑑別についての研究）
1月 1月 37.2～3 6.2～3

同 。 上

(更生保護についての研究）
1月 1月7．2～3 6b2～3 3

一
豹
一
帥
一
団
一
蛇
－

１
１
１

●高裁ブロック研修 実施槻関が適宜決定 実施機関が適宜決定

●自庁研修 実施機関が適宜決定 実施械関が適宜決定

◎研修計画協雛会 [ﾘ］7．19(木） 約30 [ﾘ]6.1.11(木） 1 321
■
‐
Ⅱ
。
■
０
１
日
■
９
０
４
Ｉ
。
Ⅱ
０
口
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
Ｏ
Ｕ
守
Ｉ
ｊ
０
０
Ｔ
０
‐
Ｉ
Ⅱ
ｌ
‐
０

‐４

令和5年度棚は第20
期生

書記官養成課程
第一部

，I

第21期 6.4.1(月)～73.25(火） 1年 未定 5.4.1(土)～6.3.25(月） 1年 178．

令和5年度欄は第19
期生

第20期
(2年生）

5.4.1(土)～7.3.25(火） 2年 4.41(金)～6.3.25(月） 2年 8993
書記官養成課程
第二部
63

93
－

93
令和5年度欄は第20
期生

第21期
(1年生）

5.4.1(土)～7.3月下旬頃 2年6.4.1(月)～8.3月下旬頃 2年 未定

｜
“
一
鮪

令和5年度欄は第19
期生

家裁調査官養成課程第20期 5.4.1(士)～7.3.25(火） 2年 4.4.1(金)～6.3.25(月） 2年 5453
I

令和5年度欄は第20
期生

家裁調査官養成課程第21期 6.4.1(月)～8.3月下旬頃 2年 未定 5.4も1(土)～7.3月下旬頃 2年 53

(※)を付じだHうあについては､カリギ三ｦ函に豆ういて司研と合同実施を検討中

． （☆)を付したものについては､隔年実施
･中央研修については､[ﾘ]→リモート､無印→参集
･令和5年度の人員のうち､[全]を付したものは､対象官職の職員全員が参加
･備考欄には､令和5年度について当初計画から変更等があった内容等を記載

2



資料6
〔5.1型0翰研）岡法研修所との合同実施状況一覧表（令和元年度～令和5年度）

’
1
I ’

Ｌ
Ｉ
ｄ
９
ｏ
。

i
I

I

I △ I

実範鮒期
く令嗣実施日散）

参加
人員

研修等の名称
（テ－寺竿〉

備琴年度

次書19
－

次楓M管理者研究会（組繊運営〉
（支部運営における本庁との連撹について）
■‐■■P凸口一や勾今幹今一一●－－1■－－－口－－1■D一一一一一 ■1■‘■■1■＝－毎一口－■｡L子口cD－●-1■』■－－口●一口｡■●q■－■D争一一一◆二－－－1■■!中一Ⅱ■■c■｡｡I■一｡I■－｡■q■■■＝＝q■・ローーーロ■■‐＝せの由一一一今守一一。●の

民事実務（豚舩）研究会
（民事立会部における裁判官と書肥官との協働について〉
－－－一一一一一与争一今一一参＝与ら』■■1■■■－口ー－こわ■－‐与一』■●‐●DC｡｡■■■●■由●凸一一一一■血色●凸申由凸印･■甲4■4■■－画｡■■‐‐■｡■ロロ古由ロー●■＝一一■一一一一＝。七一＝口缶一一・≠一句◆●‐今｡◆一一■＝●｡■ﾛ■｡｡■車

刑事実務研究会
（刑事率件における減判官と番肥官の協働について）
－－F~=一一句一一一~~一一~~●●･･ﾛﾛｰ．◆●●●~吟一②●4..‐P｡｡‘ﾛｰｰｰ。‘ﾛｰｰ~■~-.｡~口･一口--..‘･･‘ﾛ｡□･･~.‐~~~･~‘ﾛ画一一・~ー‐･~‐~‐'ﾛ---~････~･‘｡｡､~の｡､~.~~~~・・の唇

家事実務研究会
（家事弗件における家庭裁判所の職能充実に向けた聴噸間迩携、面会交流聯件における審理と調査）
｡一一■‐‐‐q■－－口■＝一一口■q■Ⅱ■中･ー‐ー＝■ ■■■■-画■●Ⅱ■q■■■ﾛ■■ロローー■■や‐●●■■｡■■q■■めけ■わ●--画■口1■q■■凸凸ロロロ凸■■4■由■＝Ⅱ■守口＝吟I■碑やむつ嘩争■七画一旬や■‐■・●◆毎●‐－口■ロー■!q■■●ﾛ■

家事特別研究会
（基本計画を踏まえた後見人等の避任の在り方、 これからの細酬付与の在り方弊）
P‐■■1■■I■■■1■q■1■■■ロロ■‐ロー■‐色■ぬ●缶｡●凸レーーq■■‐己‐＝■○一P‐■ロー■●毎毎匂･■①｡●毎毎毎｡■｡‐｡■■｡■●■1■｡●■■＝由一台■‐‐らP■毎倖■●■､■､●●■の｡■■‐●句●｡■1■PPP‐一■■■ー■■凸■の●口甸

少年実務研究会
（少年審判の機能充実に向けた職種間巡挑）

5/21～23

（1日間）
●｡｡●旬毎●口や1■毎

6/12～13
（1日11W）

11/21～22

（1日間）
今韓■昏凸●■■●‐■

11/6～8
〈2.5日間）
戸■むわ‐口の■口Ⅱ■■

10/10～11
（2日llll)

9/11～13
（1，5日問）

1124～合同実施

『＝苧‐つむ‐＝‐ー‐一己ゆ一一一■＝・－÷■

1116～合同実鰭（H23を帥
く）

申｡‐＝ 年●◆●→一一≠■。q■一一参＝..

1116~H19、H25へ合間実施

■■±■●吟”4■一七－－今4．一己凸畳．②｡□

H16, 1119へ合同実施

凸■ロ■ロロー毎◆一喝律一｡■■－1■－口－4．こい

'124～合同実施

ﾛ■■■‐■‐■‐‐■ーP4■■I■1■＝－■■■・

IⅡ7． 1{18,1120～合同実施

法長27
－－．■一‐‐｡‐ーロ

“

苧
０
０
－
・
８
０

卵
一
都
郷
一
印
一
銅
跡

ｅ ●

兀

管理者研究会（組臓運営）
（支部運営における本庁との連携について）
｡ー4■申■D■■－－－－■■－■■■■I■＝ロI■凸一＝＝■q■●q■■■中1■I■＝●画1■Pq■Ⅱ■宙‐ー■・‐‐ロ中一｡‐1■P4■｡‐■●■｡②■■毎ローﾛ■寺■■■q■＝‐Ⅱ■I■Ⅱ■1■＝●1■一ロー＝凸■■画一白■■‐‐わー●一つ1■bd■､‐ー今｡●＝。●Cl■②

民事実務（罵舩）研究会
（民事立会部における栽判官と書記官との協働について）
■q■－－－.■4■－q■－－－－画草ロ。一口や－－←●こわ－口一●｡《■●●●｡●●●‐ロ申｡‐●｡●令守一●･一口｡■■｡■1■ce4■●●ぬ‐－●●●今●今●■b◆一一一一。｡■‐‐■÷一●＝一●中一一一一一一一一.■‐ーや●口Ⅱ■ーローI■1■■I■■'わⅡ■●‐。

刑事実務薪究会
（刑事事件における裁判官と書記官の協働について）
｡‐一一一一一一一一.■､毛一一今一一一一一今守ら＝■毎｡－●●q■L一●｡●◆－争心争●●与阜●－－｡｡｡●一宇｡｡●■ゥ車｡●口1■。－●。■与毎■‐ロﾛ■､■‐凸G1■d■｡●■q■｡早■●d■ー｡q■q■凸･ ■･･･争｡■■＝■‐‐凸ロー■、‐やむ◆●守争■P4■毎●毎争

家事実誘研究会
（家癖件における家庭餓判所の機能充実に向けた職種間連携、而会交流癖件における審理と調査）
■｡＝■口早一一一一■a■‐■■q■■■｡■■■■■■＝Ⅱ■eq■‐･■q■q■■■■■I■q■‐‐Ⅱ■Ⅱ■■■』■■■‐q■一・●‐全一●－●○ロー‐‐‐』■■■q■■■｡q■＝~-1■■■－■■一口ーー‐‐■■q■q■｡●｡■■■■q■－■■ロー■＝ロq■－■■■■q■ロ

家事特別研究会
(垂木計画を踏まえた後見人等の適任の在り方． これからの報耐付与の在り方等）
｡←1■や一一‐‐一一吟句一画一一一一一一一一一一一や一画－－●●■●●｡②｡÷一一今一口◆一一口Ce■や●｡Q■今一○ｨ■●今■1■●凸口｡●‐‐●ﾛ■●｡｡一一毎一｡‐‐‐‐－－●一一‐‐の‐■4■●4■－つ◇●－毎ロー●■■P一I■ーーーー口1■･●･亘年

少年実務研究会
（少年審判の機能充実に向けた職砿間連携）

5/19～21

（1日側）

6/lZ～13

（1日間）

11/18～19

（1日間）

11/5

(1日間）

10/8

（1日間）

3/2，4，9， 15
の中で商戦別に
各1日

研修中止

'ー｡●e・‐●,‐■●CD．。‘p■．●・口車？‐

研修中止

研修中止

H16，M19～合同実施

■トロ・凸一一＝凸■I■1■ロー■1■■~●●4■単●

M24～合同実施

o
ﾛロ一○-口‐q■‐■今写■一｡‐●つ‐●｡早＝

合同実施は中止
家鮫岡壷官研究員単睦実錨部
分を実施

０
－

◇
０
０
．
０

繩
一
印
一
印
一
都
咋
－
５

● や

2

頂50

5/19～20‘
（1日間）

6/9～10

（1日Ⅲ）
■■■■画一■■■ー‐■

11/10
（1日1III)

11/17～18

（2日間〉
心守■○毎1■②■‐酔一●

10/7～8
（2日間）
､

12/20～21
（2日間）

管理者研究会（組轍運営）
（支部運営における本庁との巡挑について）

．．~~.｡~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~．~~~~~~~~~~.~~~~.~~~~･~･~…~~~~~。…．~~~･ﾌｰｰｰｰｰｰｰ…~~.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~.~~….~~~~~~…
民事実務（厨践〉研究会
（民郡立会部におけ･ろ裁判官と警妃官との協働について）

｡･･･｡~?ﾛｰｰｰﾛﾛ.｡~~‘･~‘｡.，‘ﾛｰｰｰｰ･･'････‘･ﾛ･ﾛｰﾛ･･･.~･ロロ。.‐ﾛ･‘･･･.~.‘････．･･･ﾛｰ･･･。・・｡・・ﾛｰ'･'･~‘ﾛｰ・－．~ローﾛ・－~~．､ﾛｰｰ~.~~･‘ﾛｰ･･ﾛｰｰｰｰ'･~~ﾛｰｰｰ~~~ﾛｰｰｰｰｰ

刑事実務研究会
（刑事難件における戯判官と警肥宮の協側について）
｡｡I■－－－－■年一一＝凹凸ー‐‐缶一■－－画■■Ⅱ■1■己｡■q■ﾛ■ヰー■Ⅱ■･甲一一一｡‐｡●●■1■P＝宇一●●凸一●句1■｡●●■‐■ｰI■q■●･■■■I■－.■一･･■q■二画－－－－q■つ1■ローq■■■q■■●■－－●‐や｡■｡＝q■■唾ロー争缶一●●●全、ロー

家事実務研究会
（家事邪件における家庭裁判所の機能充実に向けた職樋間連携、面会交流Wr件における稀理と調査）
口早毎口I■ー一旬一一一一■■ー－1■‐ー1■Ⅱ■p＝｡ー1■｡■－0■争一P●。｡■－■卓‐‐●｡‐や■与毎叫己午■己一一二や■P陣｡●●■‐●坤宙●毎争●ぐめ－‐轡一やb●■●｡－P‐一口告｡争い－■一句■■やむ●句●■‐いロー－毎守一■、一●や■=申らや争

家亭特別研究会
（基本計画を踏まえた後見人等の避任の在り方、これからのWI剛付与の在り方等）
＝・－1■－4■4■,■↑■ロq■一一一・・めつ・一毎口や,■■｡,■｡,■■■－■ロ．・わ②↑■＝■ローロ。．■,缶わめ－．1■－．』■ロー色画凸■‐■－口■ロー毎口－－．U･‘■＝一一,■-1■cc■｡■＝‘■一口‘■一一一一一一口■．p－－－■・年一■,■■■■.－口

少年実務研究会
（少年審判の擬能充実に向けた職種間連携）

研修中止

凸一口.一一.⑳.句‐わ②－さ..-◇、-.

6/9で実施
M16－合同実施（順3を除
く〉
■■｡●一毎口‐‐●■●｡■の②■■●●幹

'116～1119, 1125～合同実施

の一一宜再一■･■一、‐●ー－－■■ー一年一＝

1116，H19～合同実施

約60

口1■ロ1■‐

“

帥
一
御
恥
一
印
一
函
蜘

＃

H24～合同実施

b‐■画酋－1■－0■由■＝凸一■‐●今■D■■q■■

1m、Ⅱ18.腿0~台両夷施（た麓し､
厄は倉周翼鰭中止、家蔵国五さ爾究員
■蝕寅施錦分を寅施)．

次書24
養理者碕究会（組織運蛍）
（支部運営における本庁との連携について）
●‐ロー●●4■‐や一一一一一pd■‐一‐‐‐争一一‐●‐‐‐‐勾凸全。■■●1■｡■●■､1■●･か｡‐■全■●●●。■1■●-全■由年中q■I■●画●画1■■－q■1■■I■q■●1■■Ⅱ■‐■1■1■ローI■■1■■q■Ⅱ■1■画■q■●凸一■4■q■‐■‐I■■｡■P‐q■

民事実務研究会（第1回）
（民事立会部における裁判官と書記官との協働について）
＝1■■＝‐ー‐~ー＝‐－ーー‐毎一一一＝q■Pq■＝ロー凸一宇凸CQ■I■CCcq■■■｡｡｡■■｡｡－･●■■‐‐q■●｡●I■ー4■‐｡■一色の■●｡｡■‐●中子｡‐d■●q■守口ロ一一一一一ー÷一一÷今一律や一参一勺‐q■bq■－毎一ロー■h■ﾛ一一一一●●‐●q■‐‐~■ー■

刑事実涜研究会
（刑事事件における裁判官と書肥官の協働について）
ー.'･‐‘~‐一‐号一一.･･･‘･‐‘~一‘~‐‐‐‐‐‐．‐．‐‐・･･･一・・.‐．．．‐．‘･‐．．‐．．‐．．．‘ﾛ…‐‐､｡．‐‐‐．．‐．。‐‐‐‐‐‐‐・‐‐・‐ｰ‐‐･･‐‐‐・‐‐．~‐.｡‘~‐‘･~.‐‐‐，｡‐‐．.．‘･‘･‐。。‐‐‘･‐‘･‐'･‐‐'・

家事実務研究会
（家事事件における家庭裁判所の機能充実に向けた職欄間述携、剃停運営の在り方）
●■■■■1■q■I■。■－ーq■q■■＝■■＝＝■■ー凸一q■cー＝‐■■ーd■一ゅ一手●｡－‐ '■4争争幸●｡‐●の②，■●争争●今①●4■●●1■の合●ロー‐わI■･■■一■■－－－q■‐c‐■■＝■画■■q■－－■■q■q■一一｡＝-1■ロﾛ■一一＝d■‐q■－－●●－

家事特別研究会，
（基本計画を踏まえた後見人等の避任褒代の在り方、新た聡州剛算定の遮用イメージ等）
垂凸画I■ーー仁一｡－口｡■■ー■■q■ー‐■I■■■－q■‐一口‐｡■‐口一一争倖｡＝■‐■■e■●●配争‐■●■■申｡‐争凸凸邑■●凸q■■Ⅱ■■｡●■1■q■I■I■｡■－1■■■1■●わ●車■－－－－－.■寺＝ローﾛ■－－』■■■■■一口毎口口■■I■－－＝‐一

少年実務研究会
（少年審判の審理における職樋間連携の在り方）

5/24～26

(1日間）

6/22～23

(1日間）

12/7～8
(1日間）

11/8～】0
(2日間）

10/5～6

(2BIWi）

9/7～9
(2日冊）

Ii24～合同実施（R2、R3を除
く〉

■ｰ勾一4●1■●‐●b全一1■●●4■‐●e‐や●

Hl6～合同実歳（H23を除
く）
‐＝●●｡●凸■｡■一』■q■■I-q■q■■由■■ー●■

M16～肌9，H25～合同実施

－

１
２
口

副
聖
一
ｍ
一
相
一
翻
醐
－
５
－
書
圃

↑
９
９
“
０
－
畑
帥

一

画

１

H16,1119～合同実吃

卜■ーー＝ー＝一口申七凸中■ー‐凸凸一一○‐一

N24～合同実施

b一一一■■。■。■■■ー‐令＝一＝＝4■b■■■■■‐‐■●

H17．H18．H20~合同実施（た越し，
蛇砲台倒寓歯中止.凍歓闘室な研究貝
嗽独実朧節分を実画

ノ

次書19

次閥15
管理者研究会,(組織運営〉
（支部運営における本庁との辿挑について）
■■■■■■ー■=口一一画ー＝一一一｡■‐■■｡■甲一②口■P毎P－や－－口●‐●吟●q■‐吟｡q■めめら一口凸■缶q■匂②－－｡●●■旬1■■■ロロロロ■pQP■●わ‐■P･●q■。■ローﾛ■1■■■ﾛ■■4■ローpq■‐毎■-■■ﾛ■－■●－4■■U■‐■■ロロロ1■■■‐

民亭実務研究会（第1回）
（民索立会部における裁判官と筈妃官との協働について）
｡＝●むめ■1■ロq■■I■■I■q■q■1■■‐●中一■■■ロロ■‐‐･轡■l■●●●■●■■ロ●‐■eep句缶●■■の缶■●里●■■■凸■ー■■■■p~■辱■■ー‐■1■4■●●や■ーロー■｡』■ロローロロ車P■■や甲一■●■‐■I｡■‐わ‐の■■■‐‐■■■口■

刑事実務研究会
〈刑事獅件における裁判官と番記官の協働について）
ｨ■ー‐今一画q■Ⅱ■｡‐＝‐ーー＝‐ー＝ーローﾛ■中牟■■画わ‐■■一‐‐ロq■仁二一｡●‐●参一●毎◆‐ゆ■缶｡｡●全｡‐｡e毎q■■■q■－1■●句一・口一一q■4■q■＝＝｡■ローーロq■q■●一一一一一口－-一一＝－－ニーーーーロ4■－毎－一一－1■－q■口｡＝｡－や

家事実務研究会
（充実した鯛停運営と職種間の連携鶴働の在り方）
‐●＝凸＝一一■■一口ー凸＝q■■｡‐■‐‐■ q■‐■｡｡＝＝‐■‐◆邑争一一一｡●｡●｡●今｡全争｡□凸古■凸●凸■■ ■■■ ■｡｡＝｡－－一参＝争■一一凸一や＝早い』■一一一口 －。｡‐●。■b－｡●●一一一e一一一一‐‐●今一｡一一●●－－eｰ●●◆

家事特別研究会
（基本計両を踏まえたチーム支援と凉臓裁判所の役割、柵酬練定の在り方等）
■1■■‐I■‐｡‐ー‐＝口可■■■ーー‐＝｡‐‐寺一や●‐●缶一○・■●ロ■l‐‐－画●●●－－■1■1■一口凸■■年わ一口｡●争一■■‐の｡1■‐●｡｡－■●－1■毎一心■h●‐｡●4■●旬毎■,●h毎一勺ロ●‐■1つ4■色｡I■1■｡q■1■●●q■d■■■●p●●口や●

少年実務研究会
（少年審判の擬能充実に向けた職種間遮鵬）

5/23，6/8～9
（1日Ⅲ）

6/19～20

（1日Ⅲ）
車ﾛ●p‐｡‐●あ■p‐■●■

6/19～20

（1日II1)
｡P‐q■ロー己｡●●eーP‐全

11/7～9

（2日、l）

10/4～5
（2日間）

9/6～8
（2日間）

1124～合同実施（R2、R3を除
,く）

HIC～合同実施（H23を除
く）

ﾛ4■句守一■車q■■■ロロq■I■●q■q■ローー1■Ⅱ■＝

剛6～1119、H25善合同実膳

'116, 1119～合同英施
g

Il24～合同実施

h‐q■■■ロ●■｡｡■ﾛ■ー凸一口■■‐■D1■1■●‐

H17.111n．1“～台周実竃《ただし，
睡雌合侭寓路中止.家鐘厩五哲園侭貝
猷執貫施毎分を奏趨》

■ ■
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年 度

実施本散

参加人員

R元

6

403

R2

2

150

R3

5

349 2 I
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令和5年度研修計画協議会
号

説明要旨
、

令和5年度研修実施状況について (実施報告）
ゴー

ゆ

り

守

寺

、

裁判所職員総合研修所
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第1研修 ‘

1中央研修

（1）業務内容に応じた専門性･能力の向上等を目的とした研修
ア裁判事務に関するもの

－ 日 ■ ■ー 画可一一

蒔期|期間|人員｜対…i
一＝－4二一司 ローーー‐』一口一一 子一軍

|厘悪一称 ’ 目 的 ｜実施場所|実施

家事実務研究会

家事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

ロ Ⅱ ロ

ロ ロ I

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

5..11. 7（火）
~11. 9(木）
(リモーi､）

家裁で家事事件
を担当ずる書記
官、家裁調査官

3日 1001

※司研合I司
ロ

司研との合同カリキュラムでは、家裁をめぐる諸問題に関ずる家庭局第一課長による説明の後、未
成年子がいる夫婦間の離婚調停事件を題材に、充実した調停運営に向けた職種間の連携協働、弁護士
による［家事調停に期待すること」と題する講演を踏まえた当事者や手続代理人の主体的紛争解決を
促進させるための方策、ウェブ会議やウェブ調査の活用等について研究及び討議を行った。総研単独
のカリキュラムでは、合同カリキュラムを踏まえ、書記官研究員におい偽ては充実した調停運営に寄与
する書記官の関与について、家裁調査官研究員においては監護者指定を巡る調停におけるく紛争解決
に資する調査事務の在り方について研究及び討議を行った。

一一口一一－－－－

少年事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

少年実務研究会

※司研合同

5． 9． 6（水）

～9． 8（金）
(リモート）

家裁で少年事件
を担当する書記
官、家裁調査官

3日 952

１
１

司研との合同カリキュラムでは、少年事件の現状と課題に関する家庭局第一課長による説明及び大
学教授による「社会資源の活用等について」と題する講演の後、試験観察が想定される特定少年の事
件を題材に、裁判官の審理運営方針を踏まえた各手続段階における職種間の連携協働の必要性、重要
性、審理充実につながる具体的な行動、要保護性審理のための試験観察の活用等について研究及び討
議を行ったほか、デジタル化が少年事件の事務に及ぼす影響や、それを見据えた現状の事務改善等に
ついて研究及び討議を行った。総研単独の力.リキュラムでは、合同カリキュラムを踏まえ、書記官研
究員においては特定年迫事件の進行管理と書記官事務について、家裁調査官研究員においては特定少
年の事件における社会調査の在り方について研究及び討議を行った。

－－－一一一

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

5. 6. 19(月）

～6．20（火）

（リモート）

5． 12． 8(金）
（リモート）

6． 2．26（月）
（リモート）

回
銅
一
恒
一
便

１
研
一
２
》
３

第
銅
一
第
一
第

2日 50民事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

務
会

高・地・簡裁･で
民事事件を担当
する書記官

民事実

研究
．
日
一
日

一
１
》
１

■

”

一

一
０

壷
（
叩
く
、
）
■
芦
’
ハ
エ
）

－
５
呼
約

”

＄器諺謬第2回齢諏螺雛 ’ 民事事件を担当“蹴繩判断噸裁判所職員雌皇鼠里L雪す稽記ゞ
ｰ……する｡ 総合研停所轆瑚) ､日約5，第3回

（第1回）司研の新任部総括裁判官研究会及び総研の刑事実務研究会との合同カリキュラムでは、デ
ジタル化後の書記官事務等に関する総務局第三課長の説明の後､裁判官と書記官の協働を充実させる
ためのコミュニケーションの在り方などについて研究及び討議を行った。総研単独のカリキュラムで
は、民事事件を取り巻く状況に関する民事局第二課長の説明のほか、合|司実施部分で確認された質の

壼廃壹鯉程髻蕊鶇誉塗鶏羊讓冨窪警雲蔭凉蒜究豆鶚鑪瀞雲薑浄勢宴鯛|’
後にも機能する審理充実につながる事務に関する研究及び討議を行った。
（第2回）民実研第1回の総研単独のカリキュラムと基本的部分を同内容とする研究会を、参加者を
'変えて実施した。第1回で得られた意見等を踏まえながら、裁判官と書記官との協働の在り方、デジ

タル化後の合理的な事務の在り方､主任書記官が行うべき部総括裁判官等との連携及び部下指導の在llり方等について研究及び討議を行った。

3

裁判所職員
総合研修所

1
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】

第2回と基本的部分を同内容

’
（第3回）民実研第1回及び第2回で得られた意見等を踏まえながら、
とする研究会を、参加者を変えて実施することを予定している。

I

一－ー－

刑事事件の運用上の諸
問題について研究及び
討議を行うことにより
職務遂行能力の向上を
図り、もって適正かつ
迅速な審理、判断に資
する。

、

司法研修所
及び ．

裁判所職員
総合研修所

刑事実務研究会

※司研合同

5． 6．19（月）

～620（火）
(リモート）

高・地・簡裁で
刑事事件を担当
する書記官

4 2日 50

司1

デジ
るた，

は、 ′
合理1

1及び；

■■■■■■■■

頁

司研

5

の新任部総括裁判官研究会及び総研の民事実務研究会｛第1回）との合同カリキュラムでは、
デジタル化後の書記官事務等に関する総務局第三課長の説明の後、裁判官と書記官の協働を充実させ
るためのコミュニケーションの在り方などについて研究及び討議を行い、総研単独のカリキュラムで
は、合同実施部分で確認された質の高い刑事裁判の実現に向けた裁判官･と書記官の協働をベースに、
合理的な事務の遂行と執務の質の向上のために主任書記官が行うべき部下指導の在り方について研究
及び討議を行った。

－－ ー ー =－ 一

後見関係事件等の運用
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り、もって適
正かつ迅速な審理、判
断に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

家事特別研究会
●

※司研合同

5. 10. 4(水）

～10． 5（木）
(リモート）

家裁で後見関係
事件を担当する
書記官

2日 49

１
１

全てのカリキュヲムについて司研と合同実施した。第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和4
年3月25日閣議決定）を踏まえ、成年後見制度の適切な運用の在り方、新たな報酬算定の在り方等
について理解を深め、各庁の運用を検討する契機とするため、後見事件の運用に関する諸問題に関す
る家庭局二課長による説明、 「チーム支援と成年後見人の役割、受任者調整の在り方」に関する外部
講師によるパネルディスカッションの後、チーム支援と家庭裁判所の役割、身上保護事務に関する裁
判所の監督の在り方、新たな報酬算定の在り方及びデジタル化を見据えた報告書式等の在り方につい
て研究及び討議を行った。
なお、オブザーバーとして、高裁の民事首席書記官等及び高裁所在地の家裁の次席家裁調査官等が
参加した。

る家｜
,講師’
判所’
て研

’ な；

|参加

１
１
１

－－－－ 0－ 一一 －－－

1 1 1 写

5. 10. 16(月）

~10. 18(水）

5. 11.29(水)．

～12． 1(金）

6． 124（水）
～1．26（金）

（リモート）

回
印
回
一

１
印
２
－

第
一
第
一

一

■

５
“
３
口

３
。
３
－

■

。

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り、現場の調査事務
の質向上に寄与させ、
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る･

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度家庭
裁判所調査官応
用研修第1回以
前の同研修を終
了した者

家庭裁判所
調査官
特別研修

各
銅

裁判所職員
総合研修所

6

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

第3回 約48
●

１
１
１
１

【第1回】
（テーマ）子の監誰者指定を巡る事件における調査官活動の在り方
（討議）事例検討を通じた知見の活用、実務上の課題の抽出と解決策に向けた検討等
（講義と意見交換)指定研究代表研究員の講義「指定研究の活用について」
【第2回】
（テーマ）少年調査票の在り方～社会調査の更なる向上を目指して～
（討議）事例検討を通じた知見の活用と審理判断｡処遇に資する報告の在り方、職種間。関係機関
との連携協働の実践等
（講義と意見交換)裁判官講師講義「調査官に期待すること」 、模擬力･ンファレンスの実演を通じ
た相互議論の在り方に関する意見交換
（特記事項）法務省から鑑別技官3名も参加
【第3回の予定】
（テーマ）面会交流を巡る事件における調査官活動の在り方
．(討議）事例検討を通じた知見の活用、職種間連携の実践、課題の抽出と解決策の検討等
（講義と意見交換）指定研究代表研究員の講義

－ －旦一ｰ

2
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家裁調査官任官
後、 3年以上経
過した者のうち
家庭裁判所調査
官実務研修又は
家庭裁判所調査
官応用研修を終
了していないも
の

ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ

専門的知識及び技能を
応用して、複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る。

ｊ
ｊ
火
金
く
く
４
７

●
、

７
７
５
－

家庭裁判所調査官
応用研修

裁判所職員
総合研修所

4日 357

裁判所を取り巻く情勢や家裁調査官が置かれた状況等についての総局識師による講義、外部講師に
よる発達精神病理学、心理アセスメントの在り方等について事例を踏まえた講義を実施した。調査実
務研究では、家事・少年それぞれで教材事例を用いたグループ討議を実施し、行動科学の知見等の調
査実務での活用及び関係職種との連携協働の在り方を検討した。調査面接技法研究では、研修員相互
のロールプレイを実施した。課題研究では、総合職採用の職員かつ中堅家裁調査官としての役割や課
題を明確にし、今後の研さんの在り方を検討後、家裁調査官研修部長による講話を行った。
研修とOJTの連携をより充実させるために、研修参加者に本研修で得た気付きや今後研さんして
いく内容を振り返りシートに記載させ、本研修終了後に直属の上司と共有し、研さんに努めるよう促
した。
なお、法務省から保護観察官2人も参加した。

一一一一一ー■~－－－

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに、
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る。

速記官（速記管
理官及び速記副
管理官を除
く。 ）

5． 6．28（水）
～6.29(木）

裁判所職員

総合研修所
速記官中央研修 2日 19･8

最高裁の講師による裁判所をめぐる諸問題（民事・刑事）に関する識義、外部講師による障害者等
に対する配慮に関する講義・実習等を行うとともに、 「より正確で分かりやすい速記録を作成するた
めの連携協働」や「裁判部の一員としての役割と自己研さんの在り方」に関する共同討議を行った。

一一一一ー 一

一一

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に、前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

■ ■ ロ ■

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
金
く
く
８
１
２

。
●

２
３

６
へ
．

執行官実務研究会 約20 執行官3日9

一

■

■

・

■

■

■

■

■

■

●■

■

■

執行官制度をめぐる諸問題に関する民事局参事官の講義、執行官の事件処理上の留意点に関する民
事局付の講義のほか、執行官実務にまつわる、弁護士、社会保険労務士等による講義を行った後、子
の引渡しに関するシミュレーション及び意見交換並びに事務処理上の問題についての討議を行う予定
である｡。 １

１当牌 ’ ’9

P甲 一ﾛーーーマーロ 一一一

■ ロ ■ ■ ■ ロ

令和4年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

職務遂行に必要な知識
を付与することによ
り、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る°

10
裁判所職員
総合研修所

ｊ
１
火
金
く
く
３
６
２
２

●
●

５
５
６
一新任執行官研修 4日 9

執行官制度全般についての民事局参事官の講義、執行官の服務と倫理に関する人事局能率課長の講

義、子の引渡しに関する民事局付等の講義、執行官実務等に関する､､部総括裁判官、執行官、不動産
鑑定士による講義のほか、事務処理に関する知識及び問題解決のための論理的思考力や適正迅速な処
理に必要な能力向上を図って実務研究問題についての討議や演習を行った。

ー一一－ －－－ － －－－
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イ事務局事務に関するもの
（ア)管理職員及び中間管理職員を対象者とするもの

|番号1 名 称 L一旦－－幽一医迩邉、皇亜喧弧瞳副j圓一罫~豪~言1
次席書記官、総
括主任書記官、
主任書記官、訟
廷管理官、訟廷
副管理官、裁判
員調整官、次席
家裁調査官、総
括主任家裁調査
官、主任家裁調

１
１
水
金
く
く
１
２
３

●
●

５
６

Ｆ
【
Ｊ
一
．

第1回 3日 47

高裁委嘱研修、各庁委
嘱研修及び自庁研修の
指導者を養成する。

研修指導
研究会

裁判所職員
総合研修所

11 己■■ぬ陣Q■陣唾酎■■ｰ■
‐｡“一由陣面興■■口覇”■“■ー■ ｰｰｰ■‐■b ー‐■■■■■■

査官、総括企画
官、課長、文書
企画官く企画
官、課長補佐、
専門官

5. 12. 4(月）

～12． 6（水）
(リモーI､）

第2回 3日 48

組織における人材育成の意義、研修の位置付けや概要
り上げるとともに、第1回は「研修講師向け」のカリキ
（レッスンプラン）作成を内容とする共同研究を行った
キュラムとして、 リモー'ﾄ研修を効果的。効率的に作り
卜）を重点的に取り上げ、模擬研修カリキュラムの作成
－－ 一 －－－－－

、基本的な研修技法等について各回共通で取
ユラムとして､模擬講義の実習や講義計画
。第2回は「研修企画担当者向け」のカリ ．
上げる一連のプロ･セス（研修のマネジメン
を内容とする共同研究を行った。

I

(イ)中間管理職員を対象者とするもの

|番号’ 名 称 ， ’ 目
一一一一一口

的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員’ ｜象者対象者 ｜’

①5． 5．11（木）
（リモート）
②5.5. 17(水）

①5． 511（木）
（リモー1､）
②5 5.18（木）

①5. 5. 11(木）
（リモート）
②5． 518(木）

C

民事

刑事

家事

陣

日
｝
日
－

２
土
２
一

■

43

41

18

書記官ブラッシュ
アップ研修の講
師となる予定の
者

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する。

実務指導
研究会

裁判所職員
総合研修所

12

2日

リモート研修では、BU研のコンセプトやカリキュラムのねらい、ファシリテーションを適切に行
う上で有用となる視点についての講義、書記官事務の整理についての総務局第三課長の講話の後､共
同討議の進め方等についてグループ討議を行った。参集研修では、BU研での討議の場面における
ファシリテーションを念頭に置いた実習や意見交換を行った。
また、BU研の企画立案の中心となり、同研修の講師を指導する立場にある各高裁の次席書記官等
がオブザーバーとして参加したほか、参加者及びオブザーバー以外のBU研講師予定者もカリキュラ
ムの一部を除いてリモートでの傍聴ができるようにした。

１
１
１

（

で

－ー－－－ 一 一一一→一一一一一一－一一 一－一一一一－－－－－－

I情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し、情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに、情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。

ロ

｜ lll
11

情報セキュ･リティ
研 修

裁判所職員
総合研修所

5.11.22（水）
(リモート）

13 ■■の事務を補
助する者（管理

孝

1日 80

■

職以上の者）ロ

■

I I I I I I

高等裁判所の総務課文書企画官、地方裁判所の総務課長又は同課文書企画官及び家庭裁判所の総務
課長を対象として、情報セキュリティアドバイザー等による講義や、情報セキュ,リテイに関する最新
の情報について情報政策課セキミュリティ室長、同課参事官及び情報セキュリティアドバイザーの対
談、インシデント発生時の対応を題材とした共同研究を行った。
－－ 一一－－閏ニー 一一一 ー 一一一一ー一一 国三一一＝
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(ウ)管理職員以外の職員を対象者とするもの

実施時期|期間|人員｜対象者」
－－－ニローーーーー~~ 一－－2

|番号’ 名 称 ｜ 目 白く
－－－－一一－一

的 ｜実施場所I
ー‐一一一一一

号ｌｌｌ－ｌｌ

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

高‘地・家裁本
庁の総務事務を
担当する係長、
専門職

ｊ
等
当
修

係長

(総務担
研

ｊ
ｊ
火
木
く
く
６
８
２
２

●
●

９
９
鼠
一

裁判所職員
総合研修所

3日 51

１
１

14

１
１

ロ

■ ■

D B ロ ■ ロ

ｌｌ－ｆ
白

日

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

①■

■

■

■

■

係長の役割、総務課の現状と課題、総務課各係の所管業務に関する最高裁の講師等による講義とと
もに、危機管理（緊急事態対応）や効果的な係運営・マネジメントの在り方をテーマとする共同研究
を行った。
なお、 14～16の事務局係長クラスを対象とした研修においては、誰義科目において、事務局係
長として組織運営の適正の確保に寄与するための視点を強調して説明するとともに、研修員に職場で
生じている問題を持ち寄らせ、フレームワーク （問題解決スキーム）を利用した検討を行わせること
により、汎用的な問題解決力の向上を目指した。

ー一一＝｡ =－→ー一一

一口－－

I ． 1 1 1

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る･

高･地・家裁本
庁の人事事務を
担当する係長、
専門職

ｊ
等
当
修

長
鯏
係
人
研
く

１
１
火
木
く
Ｉ
７
９
１
１

●
●

０
０
１
１
６
－

裁判所職員
総合研修所

１
口

3日 5115

ﾛ ロ ロ ロ ロ

I I I I I
■ ■ ■

係長の役割、人事事務をめぐる諸情勢、人事事務における重点事項等に関する最高裁の講師等によ
る講義とともに、法規に基づく事務処理の在り方、他係・他部署との有機的な連携等を考えさせる人
事事務総合演習、効果的な係運営・マネジメントの在り方をテーマとする共同研究を行った。

0

一一一一ーp一一一一－ー b一P■－

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

係長

(会計担
研 ’

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

高・地・家裁本
庁の会計事務を
担当する係長、
専門職

ｊ
等
当
修

5. 11. 14(火）
～11. 17(金）

裁判所職員
総合研修所

4日 5816

I
ｌｌｌｌｌｌ

係長の役割、裁判所における経理行政、会計課における仕事の進め方、会計担当課各係の所管業務
に関する最高裁の講師等による講義とともに、各係の専門分野に特化した分野別研究や、問題の発
見、これを端緒とした係事務のマネジメント、他部署との連携等をテーマとする共同研究を行った。

I

I
－一一一一面－

１１１１
ロ

’ ’ ｜ 、． ’ I研修の企画、実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより、
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り、
もって高裁委嘱研修、
各庁委嘱研修及び自庁
研修の充実を図る。

’
研修事務を担当
する高・地･家裁
の係長､専門職、
主任

研修事務担当者
研 修

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
休
休
４
５
１
１

●
●

６
６
５
へ 2日 3817 I

｜
I

高裁委嘱研修、各庁委嘱研修、自庁研修の運営を主体的かつ積極的にリードする「研修プラン
ナー」としての役割、研修の企画・実施・評価。改善の各段階に応じた研修事務の基礎知識や予算管
理上の留意点等に関する総研講師による講義を踏まえ、架空の自庁研修の模擬カリキュラムを、前年
度のアンケート結果を踏まえて改善するという内容の共同研究を行った。

､ 0
年 ■ 一一 一

－ー一 一一
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ｰ

弓
－－ ｰ一一

■
－ｰ一一

情報化の推進に
指導的役割を果
たすことが期待
される行H職員
（家裁調査官を
除く。 ）

①5． 5． 19（金）
（リモート）
②5. 5.29（月）
（リモート）

①5． 5. 19(金）
（リモート）
②5． 5．30（火）
（リモート）

第1回 59情報化の推進に向け
て、職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く､養成する。

情報処理
研修

裁判所職員
総合研修所

各
湘

18 ｰｰーｰ~ｰー＝■■■■●
ｰーｰー■■q■

第2回 59

情報化関連業務担当者及び情報化事務担当者を対象として、両者に共通する情報化に関する講義、
者の協働について検討する共同討議のほか、それぞれの担当に分かれて、新たな情報セキュリティ
関する講義や、ネットワーク等に関する知識付与の講義等を行った｡､

9 Ⅱ

■旬

一一一一一一一一面■■一一一一一一口■可司 ■一』■一一ー一ー中 凸 凸 D七ｰ ■－－－面一＝一一一一一一一一一一一F

ウ管理業務に関するもの
（ア)管理職員を対象者とするもの

屠喜|－三名 称 ｜’ 目 的 ’ f l実施時期｜期間|人員｜対象者|実施場所’
－

■■■■■■■

5． 9. 19(火）
（リモート）

ロー■1■ロq■■■■嘩一■■の一凸一一イ■

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り、総合的な組織運営
能力の向上を図る°

（

■の

回
一
回

１
一
２

第
一
第

■”

[全］

約
30

日
一
日

１
唖
１

●

首席
書記官
研究会

裁判所職員
総合研修所

地・家・簡裁の
首席書記官

19

白

5．10． 2(月）

首席書記官に求められる役割や期待される行動等に関する最高裁の講師等による講義、最高裁判事
による講演とともに、これらを踏まえた共同研究を行った。
ー

一口■■一一 ーー－一一一ー マ ーー－－ ー

'5． 8．31（木）

～9． 1（金）

①5. 9. 19(火）
（リモート）
②5.11. 13（月）
～11.14(火）

高裁所在地の首
席家裁調査官
■■■■■色■幸色■憐”p■蘭卸■■

第1回

■吟■角胸ぬい舜飼韓韓■

[全］2日

“陣■■“■

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る。

首席

家庭裁判所
調査官
研究会

裁判所職員
総合研修所

蝉■■■■■

ノ

20

第2回 [全］ 首席家裁調査官2日I
■ ロ 】 ロ

【第1回】 家裁調査官養成課程、家裁調査官の研究の在り方等を討議したほか、家庭裁判所の施策
課題及び家裁調査官の人事をめぐる諸課題について最高裁の担当者を交えての討議等を通じて、高裁
所在地の首席家裁調査官として求められる高度な指導監督に関する研究を行った。
【第2回】 最高裁判事による講演、総研所長及び家庭審議官による講話、総局講師による裁判所の
デジタル化に関する講義等を実施したほか、家庭裁判所の施策課題及び家裁調査官の人事をめぐる課
題について最高裁の担当者を交えての研究討議、首席家裁調査官に求められる役割や期待される行動
等に関する研究討議等を行った。

'辮継書濯

題について最祷
等に関する研ツ

デジタル化にE
【第2回】 胃

|｜ ｜

（

１
１

代
よ
″
一
・

①5. 9. 19(火）
（リモート）
②6． 2． 2（金）
（リモー卜）

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより、
総合的な組織運営能力
の向上を図る。

第1回 [全］1日

地・家裁の事務
局長

事務局長
研究会

裁判所職員
総合研修所

21
■ロー■②■■陣P“ぬ■

第2回

●■■■口』■

1日

■■

一
約
型

②

6． 2．16(金）
●

ロ ロ I ロ ロ

事務局長に求められる役割や期待される行動等に関する最高裁の講師等による講義、最高裁判事に
よる講演とともに、これらを踏まえた共同研究を行うことを検討している。 ． I●

ー 一 ーー 一一一一一－

ウ

6



申

＋

■一一 一一 一口一一三 一一 一－

I
一一■ 戸一

’
支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より、幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

次席書記官、次
席家裁調査官、
総括主任家裁調
査官（次席家裁
調査官の経験が
ある者)、次長

管理者研究会
（組織運営）

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

①5． 5．23（火）
（リモート）
②5 6．8（木）
～6．9(金）

22 3日 57

※司研合同

1日目は、司研が実施する支部長研究会との合同カリキュラムとして、マネジメントの基礎理論に
ついて外部講師による講義を行った後、支部運営における本庁との連携をテーマに共同研究を行っ．
た。
2日目以降は、総研単独カリキュラムとして、 トップマネジメントに求められる役割と姿勢、組織
運営において必要な視点.に関する最高裁の講師等の講義とともに、取り組むべき庁全体の組織課題
が、裁判体（官）の意向も踏まえて司法行政上の対応を検討することが必要なものである場合に、所
長を補佐する幹部職員として果たすべき役割に関する共同研究を行った。
－－－一 ー､●一一~ －－－－－一一一一口一一

１
１

地方裁判所、家
庭裁判所又は簡
易裁判所の次席
書記官(地方裁
判所の次席書記
官の併任を受け
ている簡易裁判
所の首席書記官
を含む｡）

｜ ，’ ロ ロ

ウ

次席書記官として必要
な指導監督等に関する

研究を行うことによ
り、管理能力の向上と
意識の高揚を図る。

5. 11.27(月）

～11.28（火）

(リモート）

裁判所職員
総合研修所

次席書記官研究会23 2日 51

■ ■

１１１◆

■

G I I

近時の組織課題、裁判部組織の構造や特徴、書記官等に対する一般執務の指導監督の具体的内容等
に関する最高裁の講師による講義とともに、これらを踏まえて、次席書記官として求められる考え方
や行動の在り方に関する共同研究を行った。

｜

’

守

，

一一 － 一一 一

1 1

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より、管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

①5． 9． 11（月）
（リモート）
②5. 9.21(木）
～9.22（金）
（リモート）

次 席
家庭裁判所調査官等
研究会

次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

裁判所職員
総合研修所

24 3日 24

家庭審議官及び調査官研修部長による講話、最高裁講師、外部講師、上席教官等による講義並びに
施策の推進及び人材育成に関する討議を行い、幹部職員としての能力と意識の向上を図った。

0

’

１
１
１
１

ー一一一－－

新たに局長（高
裁を除く。）、次
長、事務部長、
首席書記官、次
席書記官、総括
主任書記官、首
席家裁調査官、
次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官、首席
技官(最高裁)、
次席技官(最高
裁)等に任命され
た者

幹部職員として、その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに、当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより、管理能力
の向上と意識の高揚を
図る｡．

①5. 4. 18（火）
～4.20（木）
（リモート）
②5. 4.24（月）
～4．25(火）

管理者研究会 裁判所職員
総合研修所

25 5日 147

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ
１１

６■
■
■

■
■
■

’

幹部職員に求められる職責や視点、裁判所の現状と課題に関する各分野の最新トピックス、職員団
体対応上の留意点等に関する最高裁の講師等による講義とともに、これらを踏まえて、幹部職員とし
ての実情把握と、集中豪雨を端緒とした危機管理を題材とした共同研究を行った。

毛

－－－ －』一一一一 －ー－，－－－

』
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(イ)中間管理職員を対象者とするもの
一 一 一一 一壱一一－一 一子一一 一一 一 ・－－－－－胃 一ローーー－－－－

称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象
－，ﾏｰ､ 一 一一 一b－－－I －－－ －4 － 一一 一

|番号｜ 名 者
－

①5． 9． 4（月）
～9． 5（火）
（リモート）
②5.10. 10（火）
～10.11（水）

①5． 9． 4（月）
～9． 5（火）
（リモート）
②5. 10. 12（木）
～10. 13（金）

①6． 1．17（水）
～1．18（木）
（リモート）
②6． 2． 6.（火）
～2． 7（水）

①6． 1．17（水）
～1．18（木）

（リモート）
②6． 2． 8（木）
～2． 9(金）

第1回 78

ーーーーーー~ｰｰ－－ Ⅱ■‐－－＝■

中間管理者として、そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより、職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

昇任後おおむね
7年未満の主任
書記官若しくは
主任家裁調査
官、速記管理
官、速記副管理
官、課長補佐、
専門官、班長又
は主任技官の職
にある者

第2回 80

中間管理者
研修I

各
蝸

裁判所職員
総合研修所

26. ■‐■■ぬ＝画②‐画｡ ■画一一一■

第3回 約81

（
■~色一一一一l■~｡■ ■ｰ■■■ｰ~

I ’ ． I

第4回 約80

’ 1 ． I ．
ロ I

＊ ■ ﾛ ロ ■ ■ ■ ■ 凸

①では、中間管理者に求められる職責や、裁判所が当面する問題と中間管理者の課題等についての
最高裁各局課等の講師による講義のほか、ハンセン病を理由とする開廷場所指定問題に関する意見交
換、職場のメンタルヘルスや障害者等に対する配慮に関する外部講師の講義を行った。②では、職員
団体対応に関する事例研究のほか、連携・協働の実践に向けた意見交換を行った上で、 「職場づく
り」 「人づくり」をテーマとする共同研究を行った。

’

１
１
１
１

一一一－一一－一一＝一 ＝ 告一一 ■■－－－‐一一一一一一一＝－一一一雪一一一

ｌｌｌｌｌｌ砂

■

二

■

■

■

1 1 ．

訟廷管理官、訟
廷副管理官、裁
判員調整官、課
長、文書企画
官、企画官、首
席技官、営繕企
画官（最高裁）
又は昇任後おお
むね7年以上経
過した主任書記
官若しくは主任
家裁調査官の職
にある者

①5.10‘24（火）
（リモート）
②5.10.26（木）
～10.27(金）

1

第1回 70

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り、職務意識の高揚と
管理能力の向上を図

Ｊ４『、ダダ

ー、

■
■
８
８
日
■
０
日
■
■
■
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
■
且
■
■
■
■
、
四
■
■
■
■
■
■
■
ロ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
且
叩
岫
旧
町
Ⅱ
川
旧
Ⅲ
Ⅲ
川
旧
Ⅲ
Ⅲ
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
川
川
川
旧
帖
川
旧
川
旧
旧
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅱ
Ⅱ
‐
ｊ
旭
門
川
■
灯
旧
Ｗ

Ⅲ
川
型
Ⅱ
川
旧
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅶ
川
即
．
Ⅲ
Ⅲ
‘
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｂ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

各
銅

中間管理
研修I

堵Ⅱ

裁判所職員
総合研修所

４

27 ■■■■ー1■■一一■ｰ‐‐‐ー■■一一ｰーｰーｰー‐ー一一‐~再一一一一一一一一

◎

習
り
管
る

①5.10.24（火）
（リモート）

②5.10.30（月）
～10.31(火）

１
１

１

第2回 70

■ ■ ■ ■ Ⅱ ■ ■ ■

ｌ－ｌｌｌ
■ ■ ー－■ ■ ■ ■ ■ ■

裁判所が当面する組織課題、上位の中間管理者に求められる役割や視点に関する最高裁の講師等に
よる講義、職員団体対応に関する事例研究とともに、これらを踏まえて、 リスクマネジメント及び組
織運営を題材にして、庁又は裁判所全体という視点を持ち自分がどう動くべきかを考えさせる内容の
共同討議を実施したも

－－－
■ ■

‘． l lH Ty
レ ロ

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

ｊ
ｊ
水
金
う

ぐ
く
－

幻
銅
一

６
６
モ

５
へ
の

主 任

家庭裁判所調査官
’ 研 修 ，

裁判所職員
総合研修所

主任家裁調査官3日 5728

１

１１

■ ■ ■ ■

ロ ．。 ロ ロ ロ ロ ロ 1

家庭審議官講話、総局講師講義、先任の主任家裁調査官による講義及び意見交換、指導監督の実践
に関する研究討議等を行い、能力と意識の向上を図った。

－ ＝ 一一－－－－~ーー

8
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｡

､

階層に応じた資質｡能力の向上等を目的とした研修

名 称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施
(2)

一一

時期1期間|人員|対象者
一■－ーロー－－－－國I|番号’ 名

一一

｜ ｜….“
総合職

’

採用職員
初任研修

令和4年度裁判
所職員採用総合
職試験の合格者
で、新たに採用
されたもの

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し、職務意識の高揚を
図る。

5． 4． 6（木）
～4．10(月）

裁判所職員
総合研修所

3日 6729

旬

総合職採用職員と.しての心構え、裁判所の現状と課題に関する最高裁各局課の講師等による講義を
行い、また、最高裁事務総局に勤務する先輩職員との座談会を通じ、総合職採用職員としての意識啓
発を行った上で、 「これからの裁判所と裁判所職員を考える」をテーマに、職種混合の班編成で共同
研究を行った。

■
Ⅱ
Ｆ
■
Ⅲ
■
９
０
９
０
１
Ⅱ
０
６
２

［ 告 Q 畢

－ー
ー●－－－－－－－ －一一＝

（3）そ

ば
前期研

を中心と

後期研修
ん篝をそ

C
30

前期研

一
名
一

他の

鰯■鰯I簡I鯛称 ’ 目 的 ｜実施場所｜実施時 対象者ロ

前期

研修

実務
研修

後期
研修

裁判所職員
総合研修所

、
１
Ⅱ
″
グ
、
１
０
″
〃
■
、
８
１
〃
〃
、
Ｂ
Ｏ
Ｊ
グ
画
、
、
ｕ
ｌ
ノ
グ
、
、
日
〃
〃

月
金
一
火
金
一
月
金

″
Ｕ
Ｉ
１
、
〃
〃
Ｕ
ｑ
１
、
“
夕
〃
口
０
１
、
〃
″
ｐ
Ｉ
ｈ
、
■
〃
〃
Ⅱ
Ｋ
、
〃
″
１
凪
、

６
４
》
８
８
》
１
８

２
１
。
１
１
．
２

６
Ⅵ
一
凧
８
》
８
９

風
一
一
風
へ
一
風
一

15日

23日

15日

裁判所書記官任
用試験の第2次
試験に合格した
者

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

ｰ■■‐■、■ぬわI■章再■‐■●

A研修
実務試験

実務研修
実施庁

76

■■‐■ぬ■－－，毎種嘩一ィ●

裁判所職員
総合研修所
1 1 ‘ I I i d

修においては、書記官の職務の概要及び重要性を認識させた上で、各分野における立会事務
を中心とした知識の整理及び修得を、実務研修においては、これらの知識の定着、問題意識の醸成、
後期研修への準備等を、後期研修においては、前期研修及び実務研修の成果を踏まえた応用能力のか
ん養をそれぞれ図る内容で実施した｡、

一－－一－ー

2高裁委嘱研修

(1)業務内容に応じた専門性｡能力の向上等を目的とした研修
ア裁判事務に関するもの

|屠喜｢~~-茗‐ ー蘇一~､| 目 的 ｜実施場所|実施時期|期間|人員｜対象者｜

中堅書記官に求められ裁判所職員
る思考力・表現力等を総合研修所7月から9月 書記官任用資格

”ブ毒シ報プ護識蕊｜窺含撫艫‘."‘職雛研 者以上の者を除
の向上につなげる契機高等裁判所 決定 く。 ）
とする。 ・ 等

裁判所職員

総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

中堅書記官に求められ
る思考力・表現力等を
執務で十分に発揮でき
るよう、基本的資質・
能力を磨き、執務の質
の向上につなげる契機
とする。 。

書記官任用資格
取得後5年以上
の者（中間管理
者以上の者を除
く。 ）

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

書記官
ブラッシュアップ
研 修

5日31 344

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

家庭事件の調査上の諸
問題について研究及び
討議を行うことによ
り、調査実務の充実及
び改善に寄与させる。

I 32
家庭裁判所調査官
､実務研究会

実施機関が
適宜決定

主任家裁調査
官､家裁調査官

3日 204

’

口一 一一一
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｡

イ事務局事務に関するもの

番号I 名 称 目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者
G

＝けちI空q l ． I ，

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

高等裁判所で実施する
委嘱研修及び高裁ブ
ロック研修の運営等に
ついて研究及び討議を
行うことにより、研修
等の充実及び改善に寄
与させる。

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

次席家裁調査
官、総括主任家
裁調査官

実施機関が
適宜決定

1日33 9(）

ｌｌｌｌｌｌｌ

ウ裁判事務及び事務局事務に関するもの

名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者’番号’

総務、人事、会計及び
裁判部の各分野につい
て、その事務を処理す
るために必要な専門的
知識及び技能を付与す
ることにより、中核的
役割を果たしている事
務官の執務能力の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

採用後7年以上

の行H事務官
（専門官以上の
職にある者を除
く。 ）

実施機関が
適宜決定

一
日
２
３事務官専門研修 未定34

l 1 1 ． ｜、

~令和3年度まで職総務、人事、会計の3分野の中から各高裁が適宜の分野を選択して実施していた
ところ、令和4年度からはこれに裁判部分野を増設した。

－－ ‐－－－ー－一

エ管理業務に関するもの

厩翻■名 称 ’ 目 的 ｜実施場所||実施時期|期間’
－ニー一－－一一

人員｜対象者

新たに主任書記
官、 ’訟廷管理
官、訟廷副管理
官、裁判員調整
官、主任家裁調
査官、速記管理
官、速記副管理
官、課長、文書
企画官、企画
官、課長補佐、
首席技官、班長
（最高裁） 、主

任技官（最高裁
を含む） 、地裁
本庁所在地にあ
る検審局長等に
任命された者

1 1

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

職務遂行に必要な管理
能力及び管理技法を付
与することにより、中
間管理者としてふさわ
しい職員を養成する。

新任中間管理者
研 修

実施機関が
適宜決定

へ
日
３
５

40635

’
｜’ I ロ●

ロ ロ ロ ロ ロ
ロ ﾛ ロ

■

i■■■■■I■■■ －－
q一一一コ－■一一■ ■ 一一一面 向 一 一 口■

(2)階層に応じた資質･能力の向上等を目的とした研修 ，

|番号I 名 称 ｜ 目 的 ｜実施場所｜実葹
■

B

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

．’

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより係長としてふ
さわしい職員を養成す
る｡．

実施機関が
適宜決定

新たに係長に任へ
日
１
３新任係長研修 26436 命された者

１
１ ’
－ －－一

10



－－ー一一
ー

－－冨一

1 1 1 ” I 馬旦塑竺呈 ’ 1．

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む｡ ）
又は.

高等裁判所
等

●

I ‐ 1 1
職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより、主任・調査
員としてふさわしい職
員を養成する。

新たに主任・調
査員に任命され
た事務官

約
銅

実施機関が
適宜決定

調査員
修

新任主任
研

8537

I I I l I I ■

令和5年度から新設したものである。
I4

－－－ーー

n

ロ ひ Ⅱ ロ B I ｡△

1 1 1 1 ． ’ ﾛ

採用後7年以上
10年未満の行

H事務官（係
長、専門職以上
の職にある者及
び書記官又は家
裁調査官の任用
資格を有する者
を除く。 ）※2

職務での問題点の発見
と改善等について研究
及び討議を行うことに
より、仕事の進め方に
関する基本的な能力を
向上させ、中堅事務官
としてふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

ー

実施機関が
適宜決定

ジャンプアッブ
研 修

未定3日38

1

職場の事務改善案の作成、発表、振り返りの一連のプロセスの最後に、上司への結果報告（書面）
をさらに組み込むことによって、その後のOJTと有機的に連結させたカリキュラムとなっている。

－－－ 一一一－－ 三一

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ、動機付け･を行うと
どもに、職務遂行能力
の向上を図り、事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡,）
又は

高等裁判所
等．

2月から3月

までの間で実
施機関が適宜
決定 ．

採用3年目の行
(一)事務官、行(-デ）
技官

ツプ
修

ステップア

研

3日
未定39

｡

見学や実習といった体験型プログラムを中心とした研修であり、これまではすべての高裁が庁外プ
ログラム（外部機関の見学）を採用していたため、令和4年度以降は、コロナ禍が完全に収束しない
状況下においても実施が可能なように、庁内プログラムを1種類から4種類に拡充した参考教材を総
研から提供し、各高裁において、同プログラ.ムも参考にしながら実施している。

I

Ｊ
ｆ

『

－－－－－－．＝q ｰ一一'一一一
－－

通信研修

実施機関が
適宜決定

採用後1年以上
の行卜)事務官
（書記官又は家
裁調査官の任用
資格を有する
者、総合職(I
種、上級）試験
合格者等を除
く。 ）

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

通信研修及び面接研修
を通じて基礎的な法学
教育を行う.ことによ
り《資質及び事務処理
能力の向上を図る。 ．

事務官法律研修 29840
面接研修
実施機関が
適宜決定

9～

11日

一一■■一一－－－－､＝－ ー一＝＝一一 一一

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

国民全体の奉仕者とし
ての使命を自覚させる
とともに裁判所職員と
して必要な基礎的知識
を付与し、裁判所職員
にふさわしい心構えを
かん養する。

新たに採用され
た職員（総合職
採用職員を除
く。 ）

実施機関が
適宜決定

新採用職員研修 4日 51041

－富一白一一一一

、
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(3)その他

|番号｜ 名 称~1-〒官
一

一一一一一 口一 一 ﾆｰｰｰｰ一一一 一一 一 一 一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

的
■■■■■■■■■■■■■■■■■
|実施場所｜実施時期

一一

一一一

一一

|期間|人員｜対象
一

者｜

高年齢層の職員が、定
年引上げ後も引き続き
その能力・経験を十分
に生かして職務を遂行
できるよう、意識啓発
を行い、今後の自分の
職務について考える契
機とする。

裁判所職員
総合研修所
（分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

当該年度中に5
6歳に達する者
（医（一）職員
を除く。 ）

トータルキャリ.ア
研 修

実施機関が
適宜決定

42 未定1日

令和5年度から新設したものである。
q■■ － －

Lー一一一＝｡■ローーーーロー ■■酉－－ーT一ﾛﾏ● ~｡ ＝_ 一一.■一一 一一一一 一一q－自一今ロー凸七一一一

3各庁委嘱研修

目 的 ｜実施場所｜実施時期｜期間|人員｜対象者’|番引 名 称 ’
－

①2月から3

月までの問で

実施機関が適
宜決定
②実施機関の
実情に応じ
て、①に定め
る日に加え、
実施機関が適
宜決定

’ ■

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ、幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

採用後1年程度
を経過した行H
事務官、行H技
官

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

フォローアップ
セ ミナ－

約
湘 未定

43

各庁の実情に応じ、裁判所を巡るトピックについての講義や、 1年間の実務経験等を振り返って抽
出した題材を基にした討議、他部署の業務の見学や体験等を行っている｡

一一‐ー一一一 －－－＝ ＝工冨一 一一一 一

0

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

職員として当面必要な
知識を付与し、職場へ
の円滑な定着を図る°

採用後勤務初
日及び2日目

フレシシユ

セ ミナ－
新たに採用され
た職員

未定44 2日
G

L一 I ， I

ン」を教材にして、各庁がその実情等に応じて様々な工夫をしながら、新採用職員
与するための講義等を行っている。

■

ー ｰ~－－

4研究

一一－－－－ーー

|実施時期｜期間|人員｜対象者
I ・ 1 1 1

|番号’ 名 称 ｜ 目
一一一 一一一一一一一

的 ｜実施場所’
’

45 ，

J
~－」

異なる職種の職員に裁
判所の職種間の連携、
協働に関する研究を共
同してさせることによ

り、実務の改善及び向
上に寄与させる。

研究員が

所属する
裁判所

書記官、家裁調
査官等

９
“
３

風
６－ 7月 2

１
１

「少年事件における関係機関・付添人との運湧に当たっての職種間の連携・協側」をテーマとし、
静岡家庭裁判所の少年訟廷管理官及び主任家裁調査官を研究員に指名.して、令和5年9月から令和6
年3月までの間、所属庁において研究を行っている。
一一－ ーー 一 ー一一一ー ー 一守一句－－－

弓書記官実務における諸
問題について、体系的
かつ実証的な研究をさ
せることにより、実務
の改善及び向上に寄与
させる。

ヤ

書記官実務研究 裁判所職員
総合研修所

5． 4

～6． 3
1年 書記官46 2

■ ■

及び第三者からの情報取得事件に関する書記官事務の研究」をテーマとし、東京地
地方裁判所の主任書記官各1人を研究員に指名して、令和5年4月から1年間、総
行っている。

← ー一一－－－ ー一一一ー－一一一
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－＝ﾛ－－－一ｰ－

’ （個人研究）
家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関
する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与
させる。

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

研究員が

所属する

家庭裁判所

5． 7

～6－ 3
8月 547

甲 『

1 1 1

ロ ロ ロ

● ■ ■

名古屋家庭裁判所から応募のあった「在宅送致された溶撮事秤における適切なアセスメント及び効
果的な教育的措置の実践的検証」 （仮題）を選定し研究を行っている。 １

１
１

－一■－

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度家庭
裁判所調査官応
用研修第1回以
前の同研修を終
了した者

研究員が

所属する

家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

家庭事件調査実務に必
要な理論及び技法に関
する実証的研究を行わ
せることにより、調査
実務能力の向上に寄与
さ せ る 。

心

同 上
（指定研究）

5． 4

～6． 3
1年 647

ロロ ロ ロ

・東京家庭裁判所、神戸家庭裁判所、福井家庭裁判所、佐賀家庭裁判所、盛岡家庭裁判所及び徳島家
庭裁判所に所属する主任家裁調査官計6人を研究員に指定して、 「モバイルデバイスを用いた非接触
型の性非行の調査について」 （仮題）をテーマとして研究を行っている。

一一一一一

一－一一 一一二一二

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
（家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

関係機関における業務
の実際に関する研究を
行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

5． 7

～6． 3
8月 1948

ロ ロ ロ

全国の家庭裁判所から、家事関係機関につき8人、少年関係機関につき13人の家裁調査官を研究
員に指定して、関係機関（児童相談所、少年院等）に派遣し、その実情等について体験的に研究させ
るとともに、家裁と関係機関との連携の充実を図っている。

－＝一h－一一－－－－－ －

ロ 、

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和3年度家庭
裁判所調査官応
用研修第1回以
前の同研修を終
了した者

48
’

矯正研修所

及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

関係機関における業務
の実際'に関する研究を
行わせることにより、

調査実務能力の向上に
寄与させる。

同 上

（心身の鑑別につ
いての研究）

２
３
６
一 1月 3

１
１

全国の家庭裁判所から3人の家裁調査官を研究員に指定して、法務省矯正研修所における専門研修
課程調査鑑別科（特別課程）研修（リモートで実施）に参加させる予定である。家裁調査官特別研修
と併せて、矯正機関と家裁との連携の充実につながる貴重な交流の機会となっている。

■
－ 一一一 ゆ一一一一一一

家庭裁判所調査
官実務研修又は
令和4年度以前
の家庭裁判所調
査官応用研修を
終了した者

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する

家庭裁判所

関係機関における業務

の実l際に関する研究を
行わせることにより、
調査実務能力の向上に
寄与させる。

‐ 同 上

（更生保護につ
いての研究）

２
３
６
－ 1月 348

4 ■ e

1 1 1

刀家裁調査官を研究員に指定して、法務省法務総合研究所における保護
(同研究所に参集）に参加させる予定である。家裁調査官応用研修と併
との連携の充実につながる貴重な交流の機会となっている。

全国の家庭裁判所から3人の家裁調査官を研究員に指定して、
）

－－－
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｡

*

申

第2養成

く養成課程共通＞

一 －ｰ b一

1’
1入所式

令和5年5月8日 （月）に裁判所書記官養成課程第一部第20期及び同第二部第20期並びに家
庭裁判所調査官養成課程第20期の入所式を、総研又はリモート方式で実施した。

2合同実施科目

裁判所書記官養成課程及び家庭裁判所調査官養成課程においては、次の科目を合同で実施してい
る。

（1） グループ別総合演習等

裁判所職員として求められる総合的な事務処理能力の向上を図ることを目的とし、①国民の視
点を踏まえた広い視野で考える力のかん養、②組織的に職務を遂行する意識のかん養と能力の向
上、③書記官と家裁調査官の連携、協働の必要性を認識し、職種間の相互理解を深め、連携、協
働を円滑に行うための基盤の形成と．いった三つの事項に重点を置いて実施している。
①「障害者等疑似体験」では、障害者や高齢者の置かれた状況を理解するために、車いすの使
用体験や高齢者疑似体験を行うとともに、合理的な配慮として具体的かつ適切な行動を考えるた
めにロールプレイを行った。
②「問題解決フレームワーク」では、③の課題研究をより充実して行うために、問題解決フ

・ レームワークの基本的な考え方を講義形式で学んだ。
③「危機対応に関する課題研究」では、危機対応を要する場面を題材にして、各自がどのよう
に行動すべきかをグループで討議し、その結果を他のグループと共有した。 ．
④「連携協働に関する問題研究（家事・少年） 」でば、 書記官及び家裁調査官の事務についで
相互に理解を深めるとともに、裁判官を含む職種間で連携協働して執務を遂行する意識やその重
要性を学んだ。

（2）講義等

実務修習前に、 「戸鰭法」 ,、 「障害者等への配慮」 、 「精神医学」 、 「裁判所の情報化」 、
「感染症対策」 、 「社会福祉学」及び「親族相続法」の講義を実施した。このうち、 「障害者等
への配慮」では、法務省人権擁護局の職員による障害者や高齢者の問題を含めた人権問題全般に
ついての講義を行うとともに、同講義で得た知識を裁判実務の中.でどのように生かすべきか等に
ついて検討させるため、総研教官が自身の体験（家裁の調停での対応場面等）を交えた説明や
「裁判所における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」についての説明を行った。ま
た、 「感染症対策」では、国立保健医療科学院の研究員による、新型コロナウイルス感染症の5
類以降後の生活で新たに気を付けるべきことや留意点等の講義を行った。
実務修習後は、 「表記法」 、 「DNA鑑定」 、 「論理的思考・表現力」及び「メンタルヘル
ス」 、 ｢適正事務の確保」の講義を実施した。また、 「裁判所めデジタル化」に関し、事務総局
講師による説明を行った上で、デジタル化を契機に各職種の事務がどのように変化するか等につ
いて、グループ討議を行った。
今後、 「親子法の基本問題」 、 「裁判所の広報」 、 「裁判所をめぐる諸問題」 、 「刑事特別講
義」 、 「DVの現状について」 、 「DV法」 、 「国際私法」 、 「被害者保護」 、 「障害者等に対
する配慮について」 、 「精神鑑定」 、 「統計事務について」及び「ダイバーシテイ （男女共同参
画を中心に） 」等の講義を実施するほか、修了直前には大法廷首席書記官及び家庭審議官による
講話等を予定している。上記の科目のうち、 「障害者等に対する配慮について」は、それまで
行ってきた講義、疑似体験、ロールプレイ等を前提とした総仕上げとして、障害者支援の専門機
関職員による講義を実施する予定である。また、 ， 「ハンセン病政策の歴史」は、ハンセン病政策
の歴史を踏まえた人権研修として、国立ハンセン病資料館の見学を実施する予定である。
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1裁判所書記官養成課程
一一＝－－－－－－ 一一一

｜期間|人員｜対象者」
＝＝－－マーーーーロ■･－一三一一

－

実施時期等|番号’ 部 期 ’
－－－－ －

一
へ
〆
一
へ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

土
月
月
月
火
月
月

ｌ
く
く
く
く
く

１
３
８
８
８
２
５

１
２

入所

予修期修習
入所式
第1期研修
実務修習
第2期研修
修了

●
Ｏ
Ｇ
■
●
■
■

４
４
５
５
７
０
３
１

５
６

第一部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

部
期

一

20
1年 178

一
一
一
一
一
一

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

金
金
月
月
月
月
火
月
月

く
く
く
く
Ｉ
Ｉ
く
く
く

１
１
９
９
７
３
８
２
５

１
１
２

■
●
●
■
■
■
■
●
●

４
４
５
５
０
４
７
０
３

１
１

４

５
６

入所

予修期修習
入所式
裁判事務修習
第1期研修、
第2期研修
実務修習
第3期研修
修了

第 19期
（ 2年生）

2年 89

第二部入所試
験合格者で、
最高裁が指名
したもの

第二部62
5． 4． 1(土）

4． 3(月)～
5． 8(月）
5． 8(月)～

10. 16(月）～

6. 4. 1(月）～

7下旬～
10．上旬～

7． 3．下旬

入所

予修期修習
入所式
裁判事務修習
第1期研修
第2期研修
実務修習
第3期研修
修了

1

第20期
（ 1年生）

2年 93

I

ロ ロ ロ

、 1 1
1 1

＝一一宝一一＝＝一一ー■－－‐－－ て

養成課程の柱は、①基盤の形成、すなわち書記官の基本的事務について、事務の遂行に必要な知識
を体系的に修得するとともに、事務の在り方を考える際の視点や思考方法等を身に付けることと、②
実践力の養成、すなわち修得した知識を実際に使うことができる力や技能を磨くことの2本である。
これに加えて、裁判所を取り巻く社会情勢や組織課題について関心を持たせるとともに、関係職種
と協働できる･よう組織内連携の基礎を学ばせている。
これらを通じ、法律専門職として、また組織人として、 "その後の自己研さんと○JTによって着実
に成長できる書記官の育成を目指している。
そのため、令和3年度以降、カリキュラムを見直し、 「事件の進行を踏まえた書記官事務」という
科目を新設し、令和4年度からは、書記官事務の学修の主軸を、 「個々の事務の在り方を学修するこ
と」から、 「紛争解決に向けた事件の進行の中における個々の事務の法的意義や位置づけを意識し
て、当該事務の在り方を学修すること」に改めた。具体的には、民事、刑事でそれぞれ、事件の開始
から終局までの一連の模擬事件記録を利用し、同事件の手続を進行させていく屯で、手続の各時点に
おいて関係する法律及び実務を横断的に学修させることとし、法律と実務の関連性をより強く意識さ
せるものに改めるとともに、講義中心で実施していた学修方法を改め、①課題を提示し、②研修生の
個別検討やグループ討議等で主体的に検討させ、③これらの検討を踏まえた発表や講評を行うという
主体的な学修方法（アクティブラーニング）に軸足を移し、これを数多く、繰り返し実施することと
した。

これらにより、自らの担当事件について、事務の根拠と目的を考え合理的な事務を追求するため
に、裁判官との意見交換を行い、裁判官と連携協働しながら、事件に主体的・実質的に関与すること
ができる書記官としての基盤づくりを目指している。
令和5年度においても、これまでの基本方針を維持しつつ、デジタル化後の書記官事務を見据え、
研修生にインターネット通信環境を備えるパソコンを貸与し、これを活用した研修を実施している。
また、実務修習の充実を図るため、実務修習に先立つ令和5年6月に、指導官となる地家裁の主任
書記官等に1句けて、指導の参考として、養成課程カリキュラムの概要や実務修習での指導上の留意点
等を説明する説明会をウェブ会議で実施するとともに、説明会を録画したDVDを各庁に送付した。
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令和4年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の

第 19 期63 2年 54

’

（

壬

r J " ""~鍵瀧管馴 ，和衝年度採 ，
用の家裁調査’5． 8(月） 入所式

第 20 期64 2年53官補で､最高5． 8(月)～前期合同研修
裁が指名したも7"18(火)～実務修習
の．

|_－－‐－ 開:手葛~篝学合同研修
||，概要等
家裁調査官の役割・機能を十全に発揮するための基盤となる実務能力及び事務処理能力と組織的
な執務姿勢を身に付けることを目的とし、常に、自立性、能動性及び積極性をもって職務に取り組
む意識の向上を目指した指導を実施している。予修期（所属庁） 、前期合同研修（総研） 、実務修
習（所属庁） 、後期合同研修（総研）とで構成されているところ、総研における合同研修では、理
論面と実務での実践を連動させて学ぶことを通じて、所属庁での多様な実務体験への導入（前期）
や、体験により得た学びの整理、強化（後期）を図っている。

2第20期前期合同研修

実務修習への導入として、調査官事務の遂行に必要な基本的な知識及び技能を学ばせ、これらの
知識及び技能を実務修習で使うことができるよう講義・演習等を行った｡家裁調査官の役割・機能
の考え方を踏まえた行動科学の知見等に基づく調査仮説の形成や、事例理解の意義などを示した上
で、 自分でよく考え、状況に応じて思考を展開させる力を育てることを重視して指導した。また､
相互議論による事務の質の向上を意識させるために、グループ討議のスキル向上をねらいとした講

|琴獺篁亮認雛繊織撫鯏筐手菫臺艤行雪簑声役のｱドﾘブﾛｰﾙ
， コロナ禍で途絶えていた関係機関(児童自立支援施設)の「国立きい川学院」の見学を実施した。 ’

3第19期後期合同研修

（1） カリキュラム内容等

前期合同研修及び実務修習の成果と関連付けながら、事務の遂行に必要な知識や技能を体系的
に整理させ、個々の事件に応じた事務の在り方を考え、状況に応じてその思考を展開させる実践
的な能力を高めることができようにカリキュラムを構成している。
家裁調査官の役割･機能である行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整は、裁判に役立つ
ものとする必要があるとの観点から、家裁調査官が備えるべき専門性の意義、内容を一層明確に ’
し強化することによって、より質の高い審理。判断の実現に寄与することが重要であるとことか ’

皇ゐ鱒塁妻鰯騨貰琵嗜認め製琵灘ﾛ繍琴誓契鰯鳶灘篭篝鞭蟄旱 ｜
②関係職種との連携・協働に向けて、主体的に関係職種と相互議論を重ねる過程を通じて､各職
種の専門性を補完、補充し合う関係を構築するための能動的、実践的行動につなげる執務姿勢を
かん養することに重点を置いている。また、③裁判事務のデジタル化を踏まえ、カリキュラム内
容も工夫する予定である。
①に関しては、任官後の執務に必要となる基本的な行動科学の知見等の確実な修得を第一とし
つつ、実務において知見等を適切に活用するための汎用的な視点を見出したり、任官後に、主体
的に問題意識をもって研さんを重ねていく執務姿勢等を身に付けたりするために、 5名程度のグ
ループで、一定のテーマに関し、各自の実務修習での経験を省みて知見等の意義について理解を
深めるための研究を行うカリキュラムを試行している。また、事実の収集力の向上に重点を置
き、事実の収集の場面における知見等の活用を強化するための討議やロールプレイ等の体験学習

5． 4． 1(士）
4$ 3(月)～

入所

実務修習（予修期）
(46～10を除く。 ）
入所式
前期合同研修
実務修習
後期合同研修
修了

令和5年度採
用の家裁調査
官補で､最高
裁が指名したも
の．

ヘヘー
ｊｊｊ

旬旬火月月
別別駅下中
１

●●■●●■
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第 20 期64 2年 53｛■■
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も行っている。②に関しては、関係職種との連携協働に向けた家裁調査官の役割の発揮や相互議
論の重要性を学ぶとともに、主体的に相互議論を行うという行動様式を身に付けるよう指導し、
実務修習での学びを強化している。③に関しては、書記官養成課程と合同で事務総局講師から講
義を受けた上で、職種混合で討議を行うとともに、調査官養成課程単独で、 リモート調査につい
て、対面調査との比較、利点や留意点を討議する機会を設ける予定である。

(2)その他

裁判所を取り巻く社会情勢や組織課題についての講義、関係機関職員である外部講師による講
義において、裁判所職員、特に総合職採用の職員としての意識をかん義したり、 自身の事務を発
展的に考えることにつなげたりする機会を設けている。また、カリキュラム全体を通じて、家裁
調査官の役割・機能を踏まえた事務の在り方を考えさせたり、関係職種との相互議論によって、
裁判の質の向上を図り職種間の連携・協働を充実させることを意識づける指導を行っている。
なお、関係機関見学として、医療少年院‘｢東日本少年矯正医療・教育センター」 、児童自立支
援施設「国立武蔵野学院」の見学を実施するほか、公立保育園の見学実習も実施する予定であ
る。

１
１
１
１
１
１
１
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＜その他＞【研究等】

【第1研究室】

書記官事務研究報告書第20号｢個人再生事件における書記官事務の実証的研究」を、令和5年度
中に発行する予定である。

【第2研究室】 ‘

1 家裁調査官研究紀要

家裁調査官研究紀要第33号を、令和5年度中に発行する予定である。

2調査事務上の課題についての基礎的研究

家事事件及び少年事件について.、行動科学の最新の知見、法改正に伴う各種情報等を収集し、整
理して、各種研究の立案、指導に生かすとともに、教官室との情報の共有を図っている。

3調査事務に関するノウハウの収集と整理

行動科学に関する雑誌や書籍の中から家裁調査官の執務に役立つ論文等を「家裁調査官雑誌文献
情報」として作成し、総研コンテンツ(S6-Lab)に掲載している。
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研修計画協議会の論点事項
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1現場における若手職員の現状
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